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明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

二

第
一
章
　
は
じ
め
に

日
本
に
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
四
月
に
大
審
院
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
下
に
上
等
裁
判
所
と
府
県
裁
判
所
が
置
か
れ
た
。
し
か
し
、
ボ
ワ
ソ

ナ
ー
ド
が
起
草
し
た
旧
民
法
が
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
に
公
布
さ
れ
る
ま
で
、
近
代
的
な
民
法
典
は
日
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
時

期
（
明
治
八
年
〜
明
治
二
三
年
）
に
日
本
の
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
裁
判
は
ど
の
よ
う
な
実
体
法
規
範
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
六
月
八
日
に
公
布
さ
れ
た
太
政
官
布
告
一
〇
三
号
裁
判
事
務
心
得
の
第
三
条
は
「
民
事
ノ
裁
判
ニ

成
文
ノ
法
律
ナ
キ
モ
ノ
ハ
習
慣
ニ
依
リ
習
慣
ナ
キ
モ
ノ
ハ
条
理
ヲ
推
考
シ
テ
裁
判
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
す
る
（
1
）。

す
な
わ
ち
、
民
事
の
裁
判
に
お
い
て
、

成
文
法
が
あ
れ
ば
ま
ず
そ
れ
を
適
用
し
、
成
文
法
が
な
け
れ
ば
習
慣
（
＝
慣
習
法
）
を
適
用
し
、
慣
習
法
も
な
け
れ
ば
、
条
理
を
推
考
し
て
裁
判
す

べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
民
法
の
体
系
書
等
に
お
い
て
民
法
の
法
源
と
は
何
か
が
説
か
れ
る
際
に
、
特
に
、「
条
理
」
の
法

源
性
を
示
す
根
拠
規
定
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
（
2
）。

も
っ
と
も
、「
条
理
ヲ
推
考
シ
テ
裁
判
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
の
は
、
条
理
を
適
用
す
る
こ
と

と
は
厳
密
に
は
異
な
る
か
ら
、
条
理
は
制
定
法
（
成
文
法
）
と
同
じ
意
味
で
の
法
源
で
は
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
3
）。

と
も
あ
れ
、
制
定
法
が
十
分

に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
明
治
前
期
の
裁
判
に
お
い
て
、
条
理
が
重
要
な
実
体
法
規
範
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
述
の
明
治
八
年
太
政
官
布
告
一
〇
三
号
裁
判
事
務
心
得
三
条
は
、
既
に
来
日
し
て
い
た
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
影
響
下
に
制
定
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て

お
り
（
4
）、

条
理
は
フ
ラ
ン
ス
語
のéq

u
ité

﹇
衡
平
﹈
の
訳
語
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
5
）。

で
は
、
条
理
の
具
体
的
内
容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
起
草
の
旧
民
法
典
が
公
布
さ
れ
る
以
前
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
、
特
に
、
箕
作
麟
祥
訳
の
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
に
訳
出
さ
れ

た
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
、
条
理
の
具
体
的
内
容
を
な
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
6
）。

明
治
八
年
太
政
官
布
告
一
〇
三
号
裁
判
事
務
心
得
三
条
が
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
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の
影
響
下
に
成
立
し
た
と
い
う
事
情
に
鑑
み
る
と
、
条
理
の
推
考
の
際
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
参
照
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
三
月
に
、
司
法
省
法
学
校
に
仏
国
法
律
専
門
科
が
開
設
さ
れ
、
そ
れ
が
各
府
県
に
達
と
し
て
通
知
さ
れ
た
り
（
7
）、

明
治
一

〇
年
（
一
八
七
七
年
）
六
月
に
、
裁
判
上
の
契
約
証
書
の
解
釈
方
法
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
依
拠
し
た
解
釈
原
則
が
、「
佛
國
民
法
ノ
法
理
ニ

據
リ
契
約
證
書
ノ
解
釋
法
ヲ
指
示
シ
テ
」
と
明
記
さ
れ
て
司
法
省
か
ら
各
裁
判
所
に
達
と
し
て
通
知
さ
れ
た
り
し
た
（
8
）

等
、
当
時
の
司
法
に
お
い
て
フ

ラ
ン
ス
法
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
姿
勢
が
地
方
に
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
こ
の
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
大
久
保
泰
甫
教
授
は
、「
明
治
初

期
の
地
方
の
裁
判
官
が
、
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
的
な
法
学
教
育
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
箕
作
訳
の
フ
ラ
ン
ス
法
律
書
に
よ
っ
て
フ

ラ
ン
ス
法
を
ど
こ
ま
で
理
解
し
た
か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
ま
し
て
、
こ
れ
を
解
釈
適
用
し
て
事
件
に
妥
当
な
解
決
を
与
え
る
能
力
は
も
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
（
9
）

と
述
べ
て
、「
条
理
と
は
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
法
で
あ
っ
た
、
と
い
う
図
式
を
過
大
評
価
す
る
こ
と

は
危
険
で
あ
ろ
う
」
（
10
）

と
慎
重
な
態
度
を
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
大
久
保
教
授
は
、「
ま
ず
こ
の
時
期
に
お
け
る
府
県
段
階
で
の
裁
判
所
の

判
例
そ
の
他
を
、
実
証
的
に
分
析
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
11
）

と
今
後
の
課
題
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
踏
ま

え
て
、
明
治
前
期
の
地
方
の
裁
判
所
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
参
照
し
て
判
決
を
下
し
て
い
る
例
を
「
実
証
的
に
分
析
検
討
」
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
条

理
裁
判
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
条
理
と
し
て
具
体
的
に
い
か
な
る
規
範
が
援
用
さ
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
筆
者
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
共
同
研
究
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
２
））「
中
国
地
方
に
お
け
る
明
治
前
半

期
の
裁
判
諸
制
度
の
形
成
過
程
と
裁
判
官
任
免
制
度
の
整
備
過
程
の
研
究
」（
研
究
代
表
者：

紺
谷
浩
司
・
西
南
学
院
大
学
教
授
）
に
従
事
し
た
。

こ
の
共
同
研
究
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
加
藤
高
・
広
島
修
道
大
学
教
授
が
、
次
の
よ
う
な
史
料
を
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
広
島
大
学
に
保
管

さ
れ
て
い
る
明
治
期
の
民
事
判
決
原
本
の
一
冊
で
あ
り
、
和
綴
じ
で
、
表
紙
に
は
、
年
度
が
明
治
十
一
年
、
保
存
始
期
が
明
治
十
二
年
、
保
存
終
期

三
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四

が
明
治
永
久
年
（
永
久
保
存
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
）
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
タ
イ
ト
ル
は
「
第
一
審
民
事
裁
判
言
渡
書
綴
」
と
さ
れ
、
番
号
が
民

第
二
二
号
ノ
三
、
裁
判
所
名
が
廣
島
地
方
裁
判
所
民
事
部
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
地
方
裁
判
所
と
は
、
明
治
九
年
に
廃
止
さ
れ
た
府
県
裁
判
所
に
代

わ
る
も
の
と
し
て
各
府
県
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
民
事
に
関
し
て
は
第
一
審
の
裁
判
権
を
有
し
て
い
た
（
12
）。

広
島
裁
判
所
〔
廣
島
地
方
裁
判
所
〕
は
、

明
治
九
年
に
設
置
さ
れ
た
岩
国
裁
判
所
（
管
轄
府
県
は
山
口
県
と
広
島
県
）
（
13
）

が
同
年
中
に
広
島
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
14
）。

こ
の
明
治
一
一
年
の

「
第
一
審
民
事
裁
判
言
渡
書
綴
」
の
冒
頭
に
宅
地
境
界
故
障
に
関
す
る
訴
訟
の
判
決
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
訴
訟
で
は
、
囲
繞
地
通
行
権
の

存
否
も
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
通
行
権
に
関
し
て
、
判
決
の
中
で
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
明
治
前
期
の
裁
判
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
民

法
が
援
用
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
他
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
禁
治
産
等
の
規
定
が
援
用
さ
れ
た
、
豆
田
区
裁
判
所
明
治
一
一
年
三
月
三
〇
日
裁
判
申

渡
書
〈
地
所
売
買
破
約
事
件
〉
（
15
）

が
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
林
屋
礼
二
・
石
井
紫
郎
・
青
山
善
充
編
『
図
説
　
判
決
原
本
の
遺
産
』（
信
山
社
、
一
九

九
八
年
）
三
五
頁
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
判
決
全
体
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
解
説
も
紙
幅
の
関
係
上
ご
く
簡
単
な
も
の

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
広
島
裁
判
所
の
前
記
判
決
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
発
見
者
で
あ
る
加
藤
高
教
授
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
筆
者
は

こ
の
判
決
の
全
体
像
を
紹
介
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
判
決
を
素
材
に
し
て
、
民
法
典
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
時
期
（
明
治
前
期
）

の
地
方
の
裁
判
所
に
お
け
る
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
参
照
し
た
民
事
判
決
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
を
試
み
て
み
た
い
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
四
年
　
十
月
）

第
二
章
　
広
島
裁
判
所
明
治
一
一
年
判
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第
一
節
　
判
決
原
文

ま
ず
、
当
該
判
決
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
裁
判
官
以
外
の
事
件
関
係
者
の
個
人
名
は
伏
せ
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
に
し
た
。
な

お
、
以
下
、（
朱→
）（←
朱
）
と
あ
る
の
は
、
朱
書
の
範
囲
を
示
す
。
朱
書
部
分
は
、
本
文
中
に
挿
入
さ
れ
た
注
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
括
弧
に

入
れ
て
読
む
と
文
意
が
通
じ
る
。
ま
た
、
濁
点
や
句
読
点
は
適
宜
筆
者
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

〔
明
治
十
一
年
一
月
　
日
　
廣
島
地
方
裁
判
所
民
事
部
判
決
〕

（
朱→

）
十
年
第
千
六
百
五
拾
壱
号
（←
朱
）

申
渡
　
印
（
鳥
居
　
山
本
）

原
告
　
廣
島
縣
第
貮
大
區
壹
小
區
安
藝
國
沼
田
郡

楠
木
村
拾
三
番
屋
敷
居
住
平
民Ｘ

被
告
　
廣
島
縣
第
貮
大
區
壹
小
區
安
藝
國
沼
田
郡

楠
木
村
四
番
屋
敷
居
住
平
民
Ｙ
代
言
人

Ｚ

五
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前
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広
島
裁
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に
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条
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裁
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フ
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ス
民
法
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地
通
行
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裁
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を
素
材
と
し
て
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六

宅
地
境
界
故
障
ノ
詞
訟
審
理
ヲ
遂
ク
ル
處

原
告
ハ
自
分
所
有
字
横
川
五
百
九
拾
壹
番
地
第
壹
號
証
地
券
面
、（
朱→

）
現
今
既
ニ
施
行
セ
ル
地
券
ハ
境
界
ノ
証
ト
為
シ
難
シ
。
如
何
ト
ナ
レ
バ
、

実
地
ニ
就
イ
テ
測
量
ス
ル
寸
ハ
、
概
ネ
多
少
ノ
差
違
ア
リ
テ
、
形
體
相
適
フ
モ
ノ
頗
ル
稀
ナ
リ
。
該
地
実
測
モ
亦
五
畝
六
歩
ニ
至
ル
ト
云
（←

朱
）

段
別
三
畝
貮
拾
七
歩
ノ
西
北
隅
ニ
家
屋
ヲ
新
築
セ
ン
ト
欲
シ
、
之
レ
ヲ
戸
長
ニ
達
ス
ル
ニ
方
リ
、
被
告
ヨ
リ
其
所
有
通
路
ナ
レ
バ
建
築
ヲ
許
サ
ザ
ル

由
ノ
故
障
ヲ
醸
成
セ
リ
。
抑
該
地
ノ
原
因
タ
ル
ヤ
、
往
昔
、
被
告
祖
先
ノ
所
有
地
内
ニ
シ
テ
、
天
保
十
四
年
、
其
父
Ａ
之
レ
ヲ
分
割
シ
、
圖
面
紅
色

ノ
地
三
畝
貮
拾
七
歩
ヲ
Ｂ
ニ
賣
渡
シ
、
嘉
永
六
年
、
自
分
母
Ｃ
又
之
レ
ヲ
Ｂ
ヨ
リ
買
得
セ
リ
。
其
際
、
Ｂ
ノ
傳
言
ニ
依
リ
テ
賣
主
Ａ
所
有
圖
面
黄
色

地
境
線
ノ
東
部
ハ
、
井
戸
ノ
中
央
ヲ
東
西
ニ
畫
シ
、
西
部
ニ
至
リ
、
其
居
宅
往
来
ハ
、
南
北
鄰
接
庇
間
壹
尺
五
寸
宛
合
三
尺
ノ
空
地
ア
リ
シ
ニ
、
嘉

永
二
年
、
南
北
鄰
ト
モ
火
災
ニ
罹
リ
、
北
鄰
地
主
Ｄ
家
屋
再
築
ノ
時
、
庇
間
七
寸
明
キ
ニ
構
造
セ
シ
由
聞
受
タ
レ
バ
、
別
ニ
被
告
ノ
通
路
ア
ル
ニ
非

ラ
ズ
。（
朱→

）
此
空
地
ア
ル
ヤ
被
告
祖
先
ノ
通
路
タ
ル
ヲ
覩
ル
ニ
足
ル
。
原
告
ノ
陳
述
條
理
ヲ
紊
ル
ト
云
ベ
シ
。（←

朱
）
且
Ｃ
買
得
ノ
時
ハ
既
ニ

被
告
ノ
居
宅
ナ
ク
其
地
ハ
竹
林
ト
成
リ
居
リ
タ
リ
。
其
後
慶
應
三
年
Ｄ
ト
所
有
地
境
界
ノ
争
論
ヲ
生
ジ
、
越
テ
明
治
元
年
ニ
至
リ
、
第
貮
号
証
ノ
如

ク
舊
村
吏
等
立
會
、
之
レ
ヲ
正
シ
、
境
界
ノ
三
所
ニ
木
炭
ヲ
埋
メ
、
他
日
ノ
標
記
ト
為
シ
、（
朱→

）
此
証
タ
ル
ヤ
明
治
十
年
八
月
ニ
成
立
シ
、
加

之
庄
屋
見
習
ノ
組
頭
二
名
及
組
頭
二
名
ト
モ
捺
印
ナ
シ
。
然
レ
ド
モ
埋
炭
ノ
現
存
ス
ル
ハ
其
事
蹟
ヲ
観
ル
ニ
足
ル
。（←

朱
）
并
ニ
此
歳
、
西
面
雲

石
往
還
ニ
對
ス
ル
境
線
ニ
短
籬
ヲ
造
リ
北
鄰
ノ
境
ニ
直
達
シ
、
明
治
二
年
、
其
北
部
ヲ
屈
曲
シ
、
往
還
ニ
向
テ
尿
甑
ヲ
設
置
ス
ル
モ
ノ
今
尚
ホ
存
在

セ
リ
。
而
シ
テ
被
告
其
所
有
地
ニ
用
事
ア
レ
バ
、
舊
来
我
宅
地
内
ノ
薬
草
園
或
ハ
門
内
ヲ
往
来
セ
シ
メ
タ
レ
ド
モ
、
是
レ
全
ク
同
業
ノ
懇
好
ア
ル
ニ

由
リ
シ
ナ
リ
。（
朱→

）
此
往
来
セ
シ
メ
タ
ル
ヤ
啻
ニ
平
素
ノ
懇
好
ア
ル
ノ
ミ
ニ
止
ラ
ズ
。
始
メ
三
尺
ノ
明
地
ヲ
存
シ
、
被
告
轉
居
後
火
災
ア
リ
テ
、

北
鄰
ノ
地
主
明
地
ニ
侵
入
ス
レ
ド
モ
、
尚
七
寸
ノ
地
合
壹
尺
四
寸
ニ
シ
テ
、
壮
丁
者
一
人
往
来
ス
ベ
キ
ノ
距
離
ヲ
残
ス
。
是
レ
全
ク
通
路
往
来
ヲ
停
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拒
シ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス
。
而
テ
原
告
モ
其
七
寸
ハ
停
拒
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
義
務
ヲ
負
擔
ス
ル
コ
ト
判
然
タ
リ
。
短
籬
設
置
ノ
寸
ニ
方

リ
此
義
務
ヲ
園
内
或
ハ
門
内
ニ
轉
換
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
被
告
通
行
権
ノ
継
續
シ
タ
ル
ヲ
覩
ル
ベ
ク
シ
、
唯
恩
恵
ノ
致
ス
所
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。

（←

朱
）
又
第
三
号
証
ノ
如
ク
明
治
八
年
北
鄰
ノ
新
地
主
、
Ｅ
、
境
界
線
ノ
東
部
ニ
納
屋
新
築
ノ
際
、
自
分
ニ
對
ス
ル
約
定
書
ヲ
領
置
シ
、（
朱→

）

此
証
タ
ル
ヤ
八
年
ノ
成
立
ニ
シ
テ
舊
来
ノ
因
由
ヲ
認
ム
ル
ニ
由
ナ
シ
（←

朱
）。
且
明
治
九
年
、
各
村
実
地
丈
量
ノ
寸
ハ
、
埋
炭
ニ
基
キ
、
該
論
所

ヲ
自
分
宅
地
内
ニ
打
込
ミ
、
五
畝
六
歩
ノ
検
査
済
ニ
至
レ
ド
モ
、
被
告
一
言
ノ
故
障
ナ
ク
、
其
後
家
屋
建
築
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
際
ニ
臨
ミ
、
突
然
圖
面

白
色
ノ
地
凡
七
坪
半
ノ
路
敷
ア
リ
シ
由
ヲ
以
テ
、
不
当
ノ
妨
碍
ヲ
為
ス
モ
、
此
邉
ハ
従
来
柳
其
他
ノ
樹
木
生
立
ア
リ
シ
ヲ
、
明
治
九
年
、
芟
除
ナ
セ

シ
モ
ノ
ニ
テ
、
固
ヨ
リ
道
敷
ニ
非
ラ
ザ
ル
コ
ト
明
瞭
シ
。
第
四
号
証
ノ
如
ク
、（
朱→

）
此
証
モ
亦
争
論
中
縣
廰
ニ
請
令
ス
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
結
局
裁

判
ノ
証
據
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
（←

朱
）。
縣
廰
ニ
請
ヘ
ド
モ
結
局
ニ
至
ラ
ザ
ル
ユ
ヘ
、
境
界
ヲ
判
然
ナ
シ
度
趣
請
求
シ
、
被
告
代
言
ハ
、
原
告
提
供

ス
ル
繪
圖
面
紅
黄
白
三
色
ノ
地
一
圓
被
告
祖
先
ノ
所
有
ニ
シ
テ
、
紅
色
地
ニ
本
宅
ア
リ
シ
ヲ
、
天
保
十
四
年
、
被
告
Ｙ
父
Ａ
ヨ
リ
Ｂ
ニ
賣
却
シ
、
黄

色
地
ノ
別
宅
ニ
轉
移
、
白
色
凡
七
坪
半
ノ
地
ヲ
居
宅
往
来
ノ
用
ニ
残
シ
置
キ
、
後
十
年
許
ヲ
経
テ
、
現
今
ノ
邸
宅
ニ
再
轉
シ
、
舊
宅
ヲ
觧
毀
チ
竹
林

ト
為
シ
、
其
後
両
三
年
後
、
Ｂ
ヨ
リ
紅
色
地
ヲ
原
告
ノ
母
Ｃ
ニ
轉
賣
セ
リ
。
然
ル
ニ
右
竹
林
ニ
通
路
ア
ル
ユ
ヘ
、
近
邉
ノ
小
兒
等
擅
マ
マ
ニ
出
入
シ
、

竹
筍
ヲ
採
抜
シ
テ
止
マ
ズ
。
依
テ
通
路
ノ
両
端
ニ
竹
籬
ヲ
結
ヒ
、
出
入
ヲ
塞
ギ
、
原
告
ノ
家
ニ
議
シ
テ
、
所
用
ア
レ
バ
其
園
内
或
ハ
門
内
ヲ
往
来
シ
、

伐
竹
ノ
如
キ
ハ
竹
籬
ヲ
穿
ツ
テ
之
レ
ヲ
出
シ
来
レ
リ
。
故
ニ
竹
林
ノ
東
北
西
ハ
古
竹
荊
棘
等
ヲ
以
テ
繞
圍
シ
、
別
ニ
通
路
ナ
リ
、
其
南
方
共
有
井
戸

ノ
西
側
ニ
至
リ
、
現
ニ
藩
籬
ヲ
闕
ク
モ
ノ
ア
リ
。
是
レ
出
入
ノ
通
路
ア
ル
所
以
ナ
リ
。
殊
ニ
天
保
七
丙
申
中
秋
製
ノ
横
川
村
高
名
寄
控
帳
ニ
、
先
代

Ａ’
即
チ
Ａ
ノ
條
ニ
、
但
シ
道
ア
リ
、
Ｘ
ノ
條
ニ
、
但
シ
Ａ’
通
リ
道
ア
リ
ト
明
書
ノ
証
モ
之
ア
リ
、
且
地
形
水
平
ニ
テ
原
告
所
有
地
ト
ハ
四
五
尺
モ
高

低
ア
リ
テ
、
判
然
タ
レ
バ
、
舊
段
別
地
券
面
三
歩
ノ
内
ナ
リ
。（
朱→

）
此
村
方
舊
帳
簿
記
載
ノ
旨
趣
ヲ
案
ス
ル
ニ
、
我
所
有
地
内
ニ
シ
テ
他
人
ニ

七



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
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―
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繞
地
通
行
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関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

八

損
害
ナ
キ
ノ
通
路
ハ
、
之
レ
ヲ
變
換
シ
之
レ
ヲ
存
廃
ス
ル
コ
ト
自
由
ナ
レ
バ
、
役
場
帳
簿
ニ
登
記
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ズ
。
苟
モ
他
人
ニ
関
係
ア
リ

テ
登
記
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
但
シ
道
ア
リ
ノ
五
字
ヲ
以
テ
其
意
ヲ
尽
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
之
レ
ヲ
有
効
ノ
意
ニ
充
分
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
寸

ハ
、
或
ハ
此
地
面
ノ
通
路
ハ
其
ノ
所
有
地
内
縦
何
間
横
何
尺
何
所
ニ
貫
通
ス
ル
ノ
意
ナ
ラ
ン
歟
又
原
告
ノ
條
ニ
他
人
ノ
通
路
ア
ル
コ
ト
ヲ
記
ス
ル
ハ
、

地
所
所
有
ノ
権
ア
リ
ト
雖
モ
、
亦
他
人
ヲ
通
行
セ
シ
メ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ノ
義
務
ア
ル
ノ
意
ニ
觧
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
依
テ
両
條
ノ
意
ヲ
照
合
シ
、
通
路

ハ
被
告
所
有
権
ナ
ク
シ
テ
通
行
権
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
。（←

朱
）

果
シ
テ
原
告
ノ
言
ノ
如
ク
之
レ
ヲ
賣
却
シ
、
自
ラ
居
宅
ノ
往
来
ヲ
塞
ガ
バ
、
十
年

間
ノ
久
シ
キ
、
住
居
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
ノ
理
ア
ラ
ン
ヤ
。
且
柳
其
他
ノ
樹
木
生
立
ア
リ
。
或
ハ
埋
炭
又
ハ
Ｅ
ノ
約
定
書
等
ヲ
引
証
ス
レ
ド
モ
、
被
告
ハ

曾
テ
知
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
是
ニ
於
テ
原
告
ノ
家
屋
ヲ
建
築
セ
ン
ト
ス
ル
地
所
ハ
被
告
所
有
ナ
レ
バ
敢
テ
原
告
ヲ
妨
碍
ス
ル
ニ
非
ラ
ズ
。
我
権
利
ヲ

護
ラ
ン
ト
ス
ル
趣
答
辯
セ
リ
。

因
テ
判
決
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
。

（
朱→

）
本
訴
原
告
ノ
請
求
ハ
、
宅
地
境
界
故
障
ニ
在
リ
ト
雖
モ
、
其
起
因
ス
ル
所
ハ
、
家
屋
新
築
ニ
據
テ
通
路
ノ
開
填
ニ
ア
リ
。
單
ニ
境
界
ノ
判

定
ニ
止
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
而
シ
テ
今
ヤ
土
地
ニ
関
ス
ル
諸
般
ノ
規
成
備
具
セ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ガ
如
シ
。
依
テ
雙
方
陳
述
ノ
條
理
ヲ
推
考
シ
、
争
訟
ノ
起

因
ス
ル
所
ニ
就
テ
判
決
ス
（←

朱
）。

第
一
條

原
告
ニ
於
テ
提
供
ス
ル
証
書
第
壹
号
ハ
其
実
地
地
券
面
ニ
差
ヒ
餘
贏
ア
リ
。
其
第
三
号
ハ
、
雙
方
共
新
地
主
ノ
思
想
ニ
依
テ
成
立
ス
ル
モ
ノ
ニ
係
リ
、

倶
ニ
論
所
舊
来
ノ
因
由
ヲ
認
定
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ズ
。
其
第
四
号
ハ
、
争
論
中
ノ
手
續
ヲ
見
ル
ベ
キ
マ
デ
ニ
テ
、
亦
所
有
ノ
証
據
ニ
ハ
採
用
ヒ
難

シ
。
獨
リ
其
第
貮
号
ハ
、
論
所
北
部
ノ
境
線
ヲ
正
シ
タ
ル
コ
ト
見
ル
ベ
シ
ト
雖
モ
、
舊
村
吏
ノ
捺
印
ナ
キ
上
ハ
公
正
ノ
効
力
ヲ
闕
ク
モ
ノ
ト
ス
。
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第
二
條

原
告
ニ
於
テ
陳
述
ス
ル
論
所
ノ
西
部
ニ
短
籬
ヲ
造
リ
タ
リ
ト
ノ
義
ハ
、
被
告
モ
亦
之
レ
ヲ
造
リ
タ
ル
旨
陳
述
ス
。
到
底
口
頭
ノ
申
争
ニ
止
リ
、
別
ニ

証
佐
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
雙
方
共
ニ
採
用
セ
ズ
。

第
三
條

被
告
ニ
於
テ
該
論
所
ハ
我
所
有
タ
ル
コ
ト
ヲ
天
保
七
年
製
ノ
高
名
寄
控
帳
ヲ
以
テ
証
ス
ト
雖
モ
、
其
実
地
地
券
面
ニ
差
ヒ
餘
贏
ア
リ
。
且
原
被
雙
方

ノ
條
ニ
通
リ
路
ア
ル
コ
ト
ヲ
復
出
ス
ル
ノ
意
タ
ル
ヤ
、
被
告
ニ
在
テ
ハ
其
所
有
地
内
他
人
ニ
関
係
ナ
キ
ノ
通
路
ヲ
開
填
ス
ル
ハ
、
自
由
ニ
任
ズ
ル
モ

ノ
ナ
レ
バ
、
村
役
場
ノ
帳
簿
面
ニ
登
記
ス
ル
モ
其
義
ヲ
認
定
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
殊
ニ
其
原
告
ノ
條
Ａ’
通
リ
道
ア
リ
ト
ノ
開
載
ニ
依
テ
、
却
テ
原
告
ノ
所

有
タ
ル
ヲ
証
ス
ル
ニ
足
レ
リ
。
従
テ
原
告
ノ
尿
甑
ヲ
設
置
シ
及
ビ
北
鄰
ノ
境
線
ニ
埋
炭
セ
シ
ハ
、
其
権
利
ヲ
行
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
定
ス
。

第
四
條

前
條
ノ
如
シ
ト
雖
モ
繪
圖
面
黄
色
ノ
被
告
所
有
地
ハ
、
貢
税
地
タ
ル
ニ
依
リ
、
舊
来
ノ
慣
行
ヲ
破
リ
、
私
権
ヲ
以
テ
之
レ
ガ
通
路
ヲ
填
塞
圍
繞
シ
公

益
ヲ
害
ス
ベ
キ
ノ
條
理
ア
ラ
ン
ヤ
、（
朱→

）
此
義
佛
国
民
法
第
六
百
四
十
九
條
法
律
上
ニ
定
メ
タ
ル
土
地
ノ
義
務
ハ
、
國
ノ
資
益
又
ハ
邑
ノ
資
益

又
ハ
一
人
ノ
資
益
ヲ
目
的
ト
ス
ル
所
ナ
リ
ト
云
ヒ
、
第
六
百
八
十
二
條
自
己
ノ
所
有
ス
ル
土
地
他
人
ノ
土
地
ニ
環
繞
セ
ラ
レ
往
還
ノ
道
ニ
至
ル
ベ
キ

径
路
ナ
キ
寸
ハ
、
隣
地
ヲ
通
行
ス
ル
ノ
権
ヲ
得
ン
ト
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
。
但
シ
此
事
ニ
付
キ
隣
地
ニ
生
ズ
ベ
キ
損
失
ノ
償
ヒ
ヲ
出
ス
ベ
シ
ト
云

又
性
法
講
義
中
（
三
百
六
十
九
葉
）
人
為
法
ノ
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
モ
猶
法
上
ノ
義
務
ヲ
成
立
ス
ベ
キ
部
分
中
ニ
云
々
譬
ヘ
バ
圍
繞
セ
ラ
レ
シ
所
有
者

（
他
人
ノ
地
面
ニ
テ
四
方
ヨ
リ
圍
マ
レ
シ
所
有
者
ヲ
云
）
ニ
通
路
ヲ
供
ス
ル
ノ
義
務
云
々
（←

朱
）
加
之
、
Ｄ
ノ
原
告
母
Ｃ
ニ
傳
フ
ル
ニ
、
南
北
庇

間
空
地
ヲ
存
セ
シ
ノ
言
ヲ
以
テ
シ
、
且
論
所
西
部
ニ
短
籬
ヲ
結
ヒ
シ
後
チ
、
被
告
ヲ
シ
テ
我
薬
草
園
或
ハ
門
内
ヲ
通
行
セ
シ
メ
タ
リ
ト
ノ
原
告
陳
述

九



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

一
〇

ハ
、
則
停
拒
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
土
地
ノ
義
務
ヲ
行
ヒ
シ
モ
ノ
ニ
テ
、
被
告
ハ
嘉
永
二
年
、
火
災
以
前
ヨ
リ
継
續
シ
テ
通
行
権
ヲ
有
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
定

ス
。（
朱→

）
此
義
同
第
六
百
八
十
五
條
ニ
第
六
百
八
十
二
條
ニ
記
セ
シ
償
ヲ
要
ム
ル
ノ
訴
訟
ニ
付
テ
ハ
期
滿
得
免
ノ
権
ヲ
得
ベ
シ
。
但
シ
其
償
ヲ

得
ベ
キ
者
既
ニ
訴
訟
ノ
権
ヲ
失
ヒ
タ
ル
寸
ニ
至
ル
ト
雖
モ
通
行
ノ
権
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
其
権
ヲ
失
フ
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
（←

朱
）。

第
五
條

右
條
々
ノ
理
由
ナ
ル
ニ
依
リ
、
原
告
ニ
於
テ
ハ
該
論
地
所
有
ノ
権
ア
リ
ト
雖
モ
、
別
ニ
被
告
税
地
ニ
往
来
ス
ベ
キ
路
線
ナ
キ
上
ハ
、
謾
（
マ
マ
）
リ

ニ
之
レ
ヲ
防
塞
シ
其
通
行
権
ヲ
妨
碍
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
。（
朱→

）
此
義
同
第
六
百
八
十
三
條
其
徑
路
ハ
必
ズ
隣
地
内
ニ
テ
自
己
ノ
地
ヨ
リ

往
還
ノ
道
ニ
至
ル
ニ
其
距
離
ノ
最
モ
少
キ
部
分
ニ
之
レ
ヲ
造
ル
ベ
シ
。
第
六
百
八
十
四
條
然
レ
ド
モ
其
徑
路
ハ
隣
地
ノ
為
メ
ニ
最
モ
損
害
ノ
少
ナ
キ

部
分
ニ
之
レ
ヲ
造
ル
ベ
シ
。
并
第
七
百
一
條
ノ
意
義
ヲ
採
ル
。（←

朱
）

但
訴
訟
入
費
ハ
雙
方
自
弁
ス
ベ
シ
。

（
朱→

）
此
義
被
告
ハ
論
地
ヲ
我
所
有
ナ
リ
ト
云
ト
雖
モ
、
原
告
ノ
所
有
ナ
リ
。
原
告
ハ
我
所
有
権
ヲ
擅
行
セ
ン
ト
欲
ス
ト
雖
モ
、
土
地
ニ
就
テ
尽

ス
ベ
キ
義
務
ア
リ
。
互
ヒ
ニ
其
当
然
ヲ
得
ズ
シ
テ
人
ノ
権
内
ニ
侵
入
セ
ン
ト
シ
テ
該
詞
訟
ヲ
結
フ
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
費
用
モ
亦
各
自
支
弁
ス
ベ
キ
義
務

ア
リ
ト
ス
（←

朱
）。

明
治
十
一
年
一
月
　
日
　
　
掛
　
判
事
　
　
　
　
進
　
十
六
　
印

主
　
判
事
補
　
　
　
水
邨
　
遜
　
印

副
　
十
七
等
出
仕
　
南
條
持
一
　
印
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以
上
が
、
本
稿
の
対
象
と
な
っ
た
判
決
で
あ
る
。
冒
頭
に
当
事
者
の
氏
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
被
告
の
代
言
人
（
訴
訟
代
理
人
）
の
氏
名
が

原
告
の
氏
名
記
載
箇
所
に
対
応
す
る
箇
所
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
代
言
人
が
あ
た
か
も
被
告
の
地
位
に
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
当
事
者

の
氏
名
の
前
に
、
鳥
居
と
山
本
の
印
が
押
捺
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
、
当
時
広
島
裁
判
所
の
判
事
で
あ
っ
た
、
鳥
居
断
三
（
広
島
裁
判
所

所
長
）
と
山
本
昌
行
の
印
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
（
16
）。

ま
た
、
こ
れ
は
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）
一
月
の
判
決
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
が
、
日

付
の
欄
が
空
欄
に
な
っ
て
お
り
、
一
月
何
日
に
下
さ
れ
た
判
決
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
判
決
年
月
日
は
、
現
在
広
島
地
方
裁
判
所
に
保

管
さ
れ
て
い
る
「
訴
状
受
取
録
」
の
う
ち
、
表
紙
に
、
年
度
が
明
治
十
年
、
保
存
始
期
が
明
治
十
一
年
、
保
存
終
期
が
明
治
永
久
年
（
永
久
保
存
と

い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
）
と
記
載
さ
れ
、
番
号
が
民
第
六
号
ノ
六
、
裁
判
所
名
が
廣
島
地
方
裁
判
所
民
事
部
と
な
っ
て
い
る
冊
子
か
ら
判
明
し
た
。
す

な
わ
ち
、
当
該
訴
状
受
取
録
に
は
、
本
判
決
に
対
応
す
る
訴
状
と
し
て
、
訴
状
を
受
理
し
た
年
月
日
が
明
治
十
年
十
一
月
二
十
四
日
と
記
さ
れ
、
朱

書
で
「
十
一
年
一
月
二
十
一
日
裁
許
　
第
千
六
百
五
十
一
号
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
当
該
事
件
の
判
決
年
月
日
は
明
治

一
一
年
一
月
二
一
日
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
訴
状
受
取
録
で
は
、
原
告
は
Ｘ
代
人
同
居
實
弟
平
民
Ｘ’
と
な
っ
て
お
り
、
被
告
に
は
別
に
差

添
人
Ｗ
が
付
い
て
い
る
。
ま
た
、
原
告
Ｘ
も
被
告
Ｙ
も
醫
（
＝
医
師
）
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節
　
事
案
の
概
要

判
決
原
本
に
は
、
絵
図
面
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
絵
図
面
自
体
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
土
地
や
通
路
の
位
置
関
係
が
よ
く
分
か
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
な
留
保
の
下
で
、
前
掲
裁
判
記
録
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
を
述
べ
る
と
、
次
の
通
り
に
な
ろ
う
。

被
告
Ｙ
の
祖
先
は
土
地
甲
を
所
有
し
て
い
た
が
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
年
）、
Ｙ
の
父
Ａ
が
こ
れ
を
分
割
し
、
甲
の
一
部
乙
（
お
そ
ら
く
公

一
一



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

一
二

道
に
面
し
て
い
る
部
分
）
を
Ｂ
に
売
り
渡
し
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
年
）、
Ｂ
は
さ
ら
に
こ
れ
を
原
告
Ｘ
の
母
Ｃ
に
転
売
し
た
。
Ｘ
は
乙
の
西
北

隅
に
家
屋
を
新
築
し
よ
う
と
し
、
こ
れ
を
戸
長
（
17
）

に
通
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、
Ｘ
が
家
屋
を
建
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
敷
地
部
分
は
、
Ｙ
の

父
Ａ
が
居
宅
と
の
通
行
用
に
残
し
置
い
て
Ｂ
に
は
売
却
し
な
か
っ
た
部
分
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
所
有
地
で
あ
る
し
、
た
と
え
そ
う
で
な
い
と
し
て

も
Ｙ
が
通
行
権
を
有
す
る
部
分
な
の
で
建
築
を
許
さ
な
い
と
い
う
異
議
申
立
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
が
宅
地
の
境
界
を
確
定
さ
せ
た
い
と
訴
え
た

の
が
本
件
で
あ
る
。

第
三
節
　
判
旨

（
ま
ず
、「
本
訴
原
告
（
Ｘ
）
の
請
求
は
、
宅
地
境
界
故
障
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
起
因
す
る
と
こ
ろ
は
、
家
屋
新
築
に
よ
る
通
路
の
開
填

に
あ
る
。
単
に
境
界
の
判
定
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
在
土
地
に
関
す
る
諸
般
の
規
定
は
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
双
方
陳
述
の
条

理
を
推
考
し
、
争
訟
の
起
因
す
る
所
に
つ
い
て
判
決
す
る
」
と
注
記
し
た
後
、
係
争
地
（
Ｘ
が
家
屋
を
新
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
乙
の
西
北
隅
）
に

つ
い
て
Ｘ
の
所
有
権
が
あ
る
こ
と
を
認
定
し
、
そ
の
後
、
当
該
係
争
地
に
つ
い
て
の
Ｙ
の
通
行
権
の
存
否
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。）

第
四
条
　
前
条
の
如
し
と
い
っ
て
も
、
絵
図
面
黄
色
の
被
告
（
Ｙ
）
所
有
地
は
貢
税
地
で
あ
る
た
め
、
旧
来
の
慣
行
を
破
り
、
私
権
を
以
て
こ
の

通
路
を
填
塞
圍
繞
し
、
公
益
を
害
す
る
と
い
う
条
理
が
あ
る
か
。（
注：

こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
六
四
九
条
は
、
法
律
上
に
定
め
た
土
地
の
義

務
は
、
国
の
資
益
又
は
邑
の
資
益
又
は
一
人
の
資
益
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
規
定
し
、
第
六
八
二
条
は
、
自
己
の
所
有
す
る
土
地
が
他
人

の
土
地
に
環
繞
せ
ら
れ
、
往
還
の
道
に
至
る
径
路
が
な
い
と
き
は
、
隣
地
を
通
行
す
る
権
利
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
但
し
、
こ
の
こ
と
に
つ

き
、
隣
地
に
生
ず
べ
き
損
害
を
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
ま
た
、『
性
法
講
義
』
中
（
三
六
九
葉
）
人
為
法
の
な
い
場
合
に
お
い
て
も
な
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お
法
上
の
義
務
が
成
立
す
る
部
分
中
に
・
・
例
え
ば
圍
繞
さ
れ
た
所
有
者
（
他
人
の
地
面
に
て
四
方
よ
り
囲
ま
れ
た
所
有
者
を
い
う
）
に
通
路
を
供

す
る
義
務
・
・
）

さ
ら
に
、
Ｄ
は
Ｘ
の
母
Ｃ
に
、
南
北
庇
間
に
空
き
地
が
あ
っ
た
と
伝
え
、
か
つ
論
所
西
部
に
短
籬
を
造
っ
た
後
、
Ｙ
を
し
て
自

分
の
薬
草
園
あ
る
い
は
門
内
を
通
行
さ
せ
た
と
い
う
Ｘ
の
陳
述
は
、
す
な
わ
ち
、
拒
絶
で
き
な
い
土
地
の
義
務
を
履
行
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
は

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
年
）、
火
災
以
前
よ
り
継
続
し
て
通
行
権
を
有
し
て
い
た
も
の
と
認
定
す
る
。（
注：

フ
ラ
ン
ス
民
法
六
八
五
条
、
六
八
二
条

に
規
定
さ
れ
た
償
金
を
請
求
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
期
満
得
免
（
18
）

の
権
を
取
得
し
う
る
。
但
し
、
そ
の
償
金
を
取
得
し
う
る
者
が
既
に
訴
権
を
失
っ

た
と
し
て
も
、
通
行
権
を
取
得
し
た
者
は
こ
の
権
利
を
失
う
こ
と
は
な
い
。）

第
五
条
　
右
条
々
の
理
由
に
よ
り
、
Ｘ
に
お
い
て
は
、
該
論
地
の
所
有
権
が
あ
る
と
し
て
も
、
別
に
Ｙ
税
地
に
通
行
し
う
る
道
が
な
い
以
上
、
妄

り
に
該
論
地
を
塞
ぎ
、
Ｙ
の
通
行
権
を
妨
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
注：

フ
ラ
ン
ス
民
法
六
八
三
条
は
、
そ
の
径
路
は
必
ず
隣
地
内
に
て
自
己

の
地
よ
り
往
還
の
道
に
至
る
の
に
そ
の
距
離
の
最
も
少
な
い
部
分
に
こ
れ
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
八
四
条
は
、

し
か
し
、
そ
の
径
路
は
隣
地
の
た
め
に
最
も
損
害
の
少
な
い
部
分
に
こ
れ
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
七
〇

一
条
の
意
義
を
採
用
す
る
。）

但
し
、
訴
訟
費
用
は
双
方
自
弁
す
べ
き
で
あ
る
。（
注：

Ｙ
は
論
地
を
自
己
の
所
有
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
こ
れ
は
Ｘ
の
所
有
で
あ
る
。
Ｘ
は

自
己
の
所
有
権
を
欲
し
い
ま
ま
に
行
使
し
よ
う
と
し
た
が
、
土
地
に
つ
い
て
尽
く
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。
Ｘ
Ｙ
は
互
い
に
不
当
に
他
人
の
権
利
領
域

内
に
侵
入
し
よ
う
と
し
て
訴
訟
を
追
行
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
訴
訟
費
用
も
ま
た
、
各
自
支
弁
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。）

一
三



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

一
四

第
三
章
　
判
決
の
検
討

第
一
節
　
序
説

本
件
訴
訟
は
、
い
わ
ゆ
る
土
地
の
境
界
確
定
の
訴
（
宅
地
境
界
故
障
）
で
あ
っ
て
、
原
告
Ｘ
と
被
告
Ｙ
は
、
係
争
地
の
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
争
っ

て
い
る
が
、
Ｙ
は
、
所
有
権
が
自
分
に
な
い
と
さ
れ
た
場
合
の
仮
定
的
抗
弁
と
し
て
、
係
争
地
の
通
行
権
を
有
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
判
決
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
本
訴
原
告
ノ
請
求
ハ
、
宅
地
境
界
故
障
ニ
在
リ
ト
雖
モ
、
其
起
因
ス
ル
所
ハ
、
家
屋
新
築
ニ
據
テ
通

路
ノ
開
填
ニ
ア
リ
。
單
ニ
境
界
ノ
判
定
ニ
止
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
而
シ
テ
今
ヤ
土
地
ニ
関
ス
ル
諸
般
ノ
規
成
備
具
セ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ガ
如
シ
。
依
テ
雙
方

陳
述
ノ
條
理
ヲ
推
考
シ
、
争
訟
ノ
起
因
ス
ル
所
ニ
就
テ
判
決
ス
（
本
訴
原
告
（
Ｘ
）
の
請
求
は
、
宅
地
境
界
故
障
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
起
因

す
る
と
こ
ろ
は
、
家
屋
新
築
に
よ
る
通
路
の
開
填
に
あ
る
。
単
に
境
界
の
判
定
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
在
土
地
に
関
す
る
諸
般
の
規
定
は

整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
双
方
陳
述
の
条
理
を
推
考
し
、
争
訟
の
起
因
す
る
所
に
つ
い
て
判
決
す
る
）」
と
朱
色
で
注
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
被
告
Ｙ
の
通
行
権
の
存
否
に
関
す
る
判
示
部
分
に
お
い
て
、「
前
條
ノ
如
シ
ト
雖
モ
繪
圖
面
黄
色
ノ
被
告
所
有
地
ハ
、
貢
税
地
タ
ル
ニ
依
リ
、

舊
来
ノ
慣
行
ヲ
破
リ
、
私
権
ヲ
以
テ
之
レ
ガ
通
路
ヲ
填
塞
圍
繞
シ
公
益
ヲ
害
ス
ベ
キ
ノ
條
理
ア
ラ
ン
ヤ
（
前
条
の
如
し
と
い
っ
て
も
、
絵
図
面
黄
色

の
被
告
（
Ｙ
）
所
有
地
は
貢
税
地
で
あ
る
た
め
、
旧
来
の
慣
行
を
破
り
、
私
権
を
以
て
こ
の
通
路
を
填
塞
圍
繞
し
、
公
益
を
害
す
る
と
い
う
条
理
が

あ
る
か
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
通
行
権
の
存
否
に
関
す
る
判
示
部
分
に
は
、
条
理
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
明
治
八

年
太
政
官
布
告
一
〇
三
号
裁
判
事
務
心
得
三
条
が
「
民
事
ノ
裁
判
ニ
成
文
ノ
法
律
ナ
キ
モ
ノ
ハ
習
慣
ニ
依
リ
習
慣
ナ
キ
モ
ノ
ハ
条
理
ヲ
推
考
シ
テ
裁

判
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
、
本
判
決
は
「
条
理
を
推
考
し
た
」
裁
判
と
性
格
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
前
期
の
地



西
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方
の
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
を
実
証
的
に
分
析
検
討
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
に
即
し
て
、
以
下
で
は
通
行
権
の
存
否
と
い
う
争
点
に
絞
っ
て

検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節
　
慣
習
法
の
取
扱
い

本
判
決
の
下
さ
れ
た
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）
と
い
え
ば
、
ま
だ
旧
民
法
も
制
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
通
行
権
に
関
し
て
「
成
文
ノ
法
律
」
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
明
治
八
年
太
政
官
布
告
一
〇
三
号
裁
判
事
務
心
得
三
条
に
い
う
「
習
慣
」、
す
な
わ
ち
慣
習
法
は
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
五
月
に
司
法
省
が
刊
行
し
た
『
民
事
慣
例
類
集
』
に
は
、
羽
前
国
置
賜
郡
、
筑
後
国
三
潴
郡
、
出

雲
国
島
根
郡
、
越
後
国
蒲
原
郡
、
和
泉
国
大
島
郡
の
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
慣
習
法
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
19
）。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

「
甲
乙
ノ
二
家
ア
リ
甲
者
乙
ノ
地
面
内
ヲ
通
行
セ
サ
レ
ハ
他
ニ
出
ル
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
乙
者
ニ
於
テ
地
代
ヲ
取
ラ
ス
之
ヲ
通
行
セ
シ
ム
ル
義
務
ア

リ
尤
其
営
繕
ハ
甲
者
ノ
担
任
ナ
リ
ト
ス
」（
羽
前
国
置
賜
郡
）

「
甲
乙
ノ
二
家
ア
リ
甲
ノ
家
ヨ
リ
乙
ノ
地
ヲ
通
行
セ
サ
レ
ハ
外
ニ
道
ナ
キ
時
ハ
乙
家
コ
レ
ヲ
塞
ク
事
ヲ
得
サ
ル
ノ
義
務
ア
リ
然
レ
ト
モ
其
償
ヲ
甲

家
ニ
求
ム
ル
ハ
妨
ナ
キ
ノ
慣
習
ナ
リ
」（
筑
後
国
三
潴
郡
）

「
甲
ノ
地
ニ
家
ア
リ
出
ル
ニ
道
ナ
ク
乙
地
主
承
諾
ノ
上
其
地
ヲ
通
行
ス
ル
時
ハ
甲
ヨ
リ
相
当
ノ
賃
金
ヲ
払
ヒ
又
ハ
替
地
ヲ
出
ス
事
モ
ア
ル
ナ
リ
」

（
出
雲
国
島
根
郡
）

「
地
所
分
割
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
甲
乙
丙
ノ
所
有
地
各
々
十
間
宛
ノ
長
サ
ト
ナ
リ
乙
丙
ノ
地
所
袋
地
ト
ナ
ル
ト
キ
ハ
乙
ハ
甲
ノ
地
所
ヲ
通
行
シ
丙
ハ
乙

一
五



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

一
六

ノ
地
所
ヲ
通
行
ス
ル
為
メ
甲
乙
ノ
税
地
ヲ
潰
シ
道
路
ト
ナ
サ
サ
ル
ヲ
得
ス
此
時
ハ
乙
ヨ
リ
甲
ヘ
十
間
分
ノ
償
ヲ
出
シ
丙
ヨ
リ
乙
ヘ
十
間
分
ノ
償
ヲ
出

ス
ヲ
通
例
ト
ス
」（
越
後
国
蒲
原
郡
）

「
市
中
袋
地
ノ
如
キ
ハ
必
ス
表
通
ヘ
ノ
通
路
ア
ル
ヲ
要
ス
故
ニ
該
地
譲
渡
等
ノ
節
町
役
人
ニ
テ
注
意
シ
右
ノ
通
路
ヲ
引
分
ケ
売
渡
ス
等
ノ
事
ア
リ

テ
ハ
買
主
ニ
テ
其
地
ヲ
囲
ヒ
込
ニ
ナ
ス
ノ
憂
ア
ル
ヲ
以
テ
古
来
ヨ
リ
厳
禁
ス
ル
慣
習
ナ
リ
」（
和
泉
国
大
島
郡
）

こ
れ
ら
の
慣
習
法
の
う
ち
、
越
後
国
蒲
原
郡
の
も
の
だ
け
が
、
土
地
の
分
割
に
よ
っ
て
袋
地
を
生
じ
た
場
合
の
規
定
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
お

り
、
他
の
地
方
の
慣
習
法
が
土
地
の
分
割
に
よ
っ
て
袋
地
を
生
じ
た
場
合
を
も
含
む
趣
旨
な
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
袋
地
所
有
者
が
通

行
権
の
対
象
と
な
る
囲
繞
地
所
有
者
に
対
し
て
償
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
地
方
に
よ
っ
て
態
度
が
異
な
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
慣
習
法
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
慣
習
法
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
民
事
慣
例
類
集
』
は
、
本
判
決
の
前
年
で
あ
る

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
各
地
に
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
慣
習
法
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
本
判
決
を
下
す

時
点
で
担
当
裁
判
官
が
知
り
え
た
事
実
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
判
決
の
担
当
裁
判
官
は
こ
れ
ら
の
慣
習
法
を
判
決
文
中
で
は
引
用
し

な
か
っ
た
。
形
式
的
に
は
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
土
地
の
所
在
す
る
地
方
の
慣
習
法
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
、
あ
る
い
は
上
記
の
諸
慣
習
法

間
に
差
異
な
い
し
対
立
点
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
い
ず
れ
を
採
用
す
べ
き
か
と
い
う
判
断
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
同
種
の
慣
習
法
が
複
数
の
地
方
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
慣
習
法
を
一
種
の
条
理
の
具
体
的
内
容
と
し

て
参
考
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
最
大
公
約
数
的
な
要
素
を
抽
出
し
て
普
遍
化
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
担
当
裁
判
官
は
日

本
の
慣
習
法
を
一
切
明
示
的
に
引
用
し
て
い
な
い
。
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第
三
節
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
援
用

本
判
決
は
、
囲
繞
地
所
有
者
が
袋
地
所
有
者
の
通
行
を
妨
げ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
条
理
が
あ
る
か
否
か
を
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
参
照
し

て
検
討
し
て
い
る
。

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
条
文
の
訳
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
判
決
文
中
に
出
典
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
明
治
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
箕
作

麟
祥
訳
『
佛
蘭
西
法
律
書
』
（
20
）

の
訳
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
箕
作
麟
祥
訳
『
佛
蘭
西
法
律
書
』
は
、
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
、
条
理
と
し
て
機
能
し
た
と

い
わ
れ
て
い
る
（
21
）

が
、
そ
の
一
つ
の
実
例
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
地
方
の
法
律
家
が
外
国
法
を
ど
の
程
度
理
解
し
て
い
た
か
に
は
疑
問
が
投
げ
か
け

ら
れ
て
い
る
（
22
）

が
、
本
判
決
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
本
判
決
で
引
用
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
条
文
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の

よ
う
な
内
容
で
あ
る
か
、
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
九
条
に
つ
い
て

ま
ず
、
判
旨
第
四
條
の
冒
頭
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
九
条
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
定
地
役
﹇d

es
servitu

d
es

étab
lies

p
ar

la
loi

﹈
に
関
す
る
最
初
の
総
論
的
な
条
文
で
あ
り
、「
法
律
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
地
役
は
、
公
益
あ
る
い
は
市
町
村
の
利
益
あ
る
い
は
私
益

を
目
的
と
す
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
本
判
決
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
引
用
し
て
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
囲
繞
地
通
行
権
の
存

否
・
内
容
で
あ
る
が
、
冒
頭
で
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
九
条
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
八
二
条
以
下
に
規
定
さ
れ
る
囲
繞
地
通
行

権
が
法
定
地
役
の
一
類
型
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
判
旨
第
四
條
の
冒
頭
で
、
貢
税
地
で
あ
る
Ｙ
所
有
地
を
囲
繞
し
て
袋
地
に
す
る
こ
と
が
、
公
益
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
説
か
れ
て

一
七



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

一
八

い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
九
条
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
、
Ｙ
所
有
地
が
袋
地
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
価
が
下
が
り
、
そ
れ
が
地
租
の
下

落
を
も
た
ら
す
か
ら
、
公
益
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）
七
月
二
八
日

の
地
租
改
正
条
例
（
太
政
官
布
告
第
二
七
二
号
）
第
二
章
に
よ
っ
て
、
収
穫
量
に
代
え
て
地
価
が
課
税
標
準
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
（
23
）、

Ｙ
所
有
地

の
地
価
が
下
が
れ
ば
地
租
も
下
が
り
、
公
益
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
九
条
に
い
う
「
公
益
」
を
目
的
と
し
て
設
定
さ

れ
る
地
役
と
は
、
本
来
い
か
な
る
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
五
〇
条
は
、
そ
の
例
示
規
定
で
あ
り
、「
公
益
」
を

目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
る
地
役
は
、「
航
行
可
能
な
川
の
沿
岸
地
に
歩
道
を
設
置
す
る
こ
と
や
、
道
路
そ
の
他
の
国
又
は
市
町
村
の
営
造
物
の
建
築

や
修
理
を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ル
ニ
ュ
の
民
法
教
科
書
は
、
こ
の
民
法
六
五
〇
条
の
地
役
の
他
に
、
土
地
所
有
者
の
建

築
線
遵
守
地
役
﹇servitu

d
e

d
’align

em
en

t

﹈、
公
道
へ
の
視
界
を
確
保
（
視
界
を
さ
え
ぎ
る
物
を
除
去
）
す
る
た
め
の
地
役
﹇servitu

d
e

d
e

vis-

ib
ilité

su
r

les
voies

p
u

b
liq

u
es

﹈、
地
方
公
共
団
体
の
た
め
の
灌
漑
の
導
管
の
た
め
の
地
役
﹇servitu

d
e

d
e

p
assage

p
ou

r
d

es
con

d
u

ites

d
’irrigation

en
faveu

r
d

e
collectivités

p
u

bliqu
es

﹈、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
建
設
の
た
め
の
地
役
﹇servitu

d
e

d
e

p
assage

p
ou

r
l’établisse-

m
en

t
d

e
p

ip
e-lin

es

﹈、
電
線
・
電
信
線
・
電
話
線
の
開
設
の
た
め
の
地
役
﹇servitu

d
e

p
ou

r
l’étab

lissem
en

t
d

e
lign

es
électriq

u
es,

télégrap
h

iqu
es,télép

h
on

iqu
es

﹈、
鉄
道
保
護
地
役
﹇servitu

d
e

p
ou

r
la

p
rotection

d
es

voies
ferrées

﹈、
航
空
機
の
安
全
の
た
め
の
地
役

﹇servitu
d

e
p

ou
r

la
sécu

rité
d

es
aéron

efs

﹈、
高
速
道
路
の
開
設
の
た
め
の
地
役
﹇servitu

d
e

p
ou

r
la

création
d

’au
torou

tes

﹈、
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
架
設
地
役
﹇servitu

d
e

d
e

su
rvol

d
es

télép
h

ériqu
es

﹈
を
公
益
の
た
め
の
地
役
の
典
型
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
24
）。

さ
ら
に
、
コ
ル
ニ
ュ

の
編
集
す
る
法
律
用
語
辞
典
に
は
い
っ
そ
う
多
く
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
25
）。

こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
公
益
を
直
接
目
的
と
し
て
私
有

地
所
有
者
に
課
さ
れ
る
負
担
（
具
体
的
に
は
、
通
行
地
役
や
通
過
地
役
（
電
線
、
ケ
ー
ブ
ル
等
の
）、
都
市
計
画
上
の
建
築
制
限
等
）
で
あ
る
。
本
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稿
で
対
象
と
し
た
裁
判
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
袋
地
の
形
成
に
よ
る
地
価
の
下
落
が
も
た
ら
す
地
租
の
減
少
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
九
条
に
い
う

「
公
益
」
の
侵
害
に
該
り
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
公
益
目
的
の
通
行
地
役
権
を
認
め
る
べ
き
だ
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も

し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ
で
は
公
益
は
間
接
的
に
し
か
侵
害
さ
れ
て
お
ら
ず
（
し
か
も
、
本
件
に
お
い
て
地
租
の
減
少
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
）、

フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
九
条
の
規
定
す
る
公
益
目
的
の
法
定
地
役
を
認
め
る
べ
き
場
合
に
は
該
当
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
端
的
に
Ｙ
の

通
行
と
い
う
私
益
を
直
接
侵
害
し
て
い
る
ケ
ー
ス
だ
と
評
価
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

二
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
八
二
条
以
下
に
つ
い
て

次
に
、
本
判
決
で
引
用
さ
れ
た
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
八
二
条
以
下
の
規
定
は
、
一
八
八
一
年
八
月
二
〇
日
の
法
律
﹇L

o
i

d
u

20
aoû

t
1881

﹈
（
26
）

に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
前
の
規
定
で
あ
る
。
改
正
前
の
規
定
（
旧
条
文
）
と
改
正
後
の
規
定
（
新
条
文
）
を
以
下
に
対
比
し
て

み
よ
う
。

〔
旧
条
文
〕

六
八
二
条
　
他
人
の
土
地
に
囲
繞
さ
れ
た
土
地
の
所
有
者
で
、
公
道
へ
の
い
か
な
る
通
路
も
有
し
な
い
者
は
、
自
己
の
不
動
産
の
活
用
の
た
め
に

そ
の
隣
人
の
土
地
の
通
行
を
請
求
し
う
る
。
但
し
、
彼
〔
＝
袋
地
所
有
者
〕
が
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
損
害
に
応
じ
た
償
金
を
支
払
う
義
務
を

負
う
。

六
八
三
条
　
通
行
の
場
所
は
、
原
則
と
し
て
、
袋
地
か
ら
公
道
へ
の
行
程
が
最
短
と
な
る
側
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。一

九



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

二
〇

六
八
四
条
　
前
条
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
行
の
場
所
は
、
通
行
が
認
め
ら
れ
た
土
地
の
所
有
者
に
と
っ
て
最
も
損
害
の
少
な
い
場
所
に
設

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
八
五
条
　
六
八
二
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
合
の
償
金
請
求
訴
権
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
償
金
請
求
訴
権
が
〔
時
効
に
よ
っ
て
〕

も
は
や
受
理
可
能
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
通
行
権
は
継
続
す
る
も
の
と
す
る
。

〔
新
条
文
〕

六
八
二
条
　
他
人
の
土
地
に
囲
繞
さ
れ
た
土
地
の
所
有
者
で
、
公
道
へ
の
い
か
な
る
通
路
も
有
し
な
い
者
、
あ
る
い
は
、
公
道
へ
の
通
路
は
有
す

る
が
、
自
己
の
所
有
地
の
農
業
上
ま
た
は
工
業
上
の
活
用
に
と
っ
て
不
十
分
な
通
路
し
か
有
し
な
い
者
は
、
そ
の
隣
人
の
土
地
の
通
行
を
請
求
し
う

る
。
但
し
、
彼
〔
＝
袋
地
所
有
者
〕
が
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
損
害
に
応
じ
た
償
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。

六
八
三
条
　
①
通
行
の
場
所
は
、
原
則
と
し
て
、
袋
地
か
ら
公
道
へ
の
行
程
が
最
短
と
な
る
側
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
前
項
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
行
の
場
所
は
、
通
行
が
認
め
ら
れ
た
土
地
の
所
有
者
に
と
っ
て
最
も
損
害
の
少
な
い
場
所
に
設
定
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
八
四
条
　
①
袋
地
が
、
売
買
、
交
換
、
共
有
物
分
割
あ
る
い
は
そ
の
他
の
契
約
に
よ
る
土
地
の
分
割
に
起
因
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
行
為

の
対
象
と
な
っ
た
土
地
に
つ
い
て
の
み
、
通
行
権
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
し
か
し
な
が
ら
、
十
分
な
通
行
権
が
、
分
割
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
六
八
二
条
が
適
用
さ
れ
る
。

六
八
五
条
　
①
囲
繞
を
原
因
と
す
る
通
行
地
役
権
の
場
所
及
び
態
様
は
三
〇
年
の
継
続
使
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

②
六
八
二
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
合
の
償
金
請
求
訴
権
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
償
金
請
求
訴
権
が
〔
時
効
に
よ
っ
て
〕
も
は
や
受
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理
可
能
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
通
行
権
は
継
続
す
る
も
の
と
す
る
。

本
判
決
の
事
案
で
、
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
事
実
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
袋
地
を
生
じ
た
の
は
、
Ｙ
の
父
Ａ
が
土
地
甲
を
分
割
し
、
甲
の
一
部

乙
（
お
そ
ら
く
公
道
に
面
し
て
い
る
部
分
）
を
Ｂ
に
売
り
渡
し
た
こ
と
に
よ
る
（
そ
の
後
、
Ｂ
は
さ
ら
に
こ
れ
を
Ｘ
の
母
Ｃ
に
転
売
し
た
）。
こ
の

事
実
に
上
記
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
条
文
を
適
用
す
る
と
し
た
ら
、
い
ず
れ
の
条
文
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
新
条
文
の
六
八
四
条
一
項
も
考
え

ら
れ
る
が
、
本
件
で
は
土
地
の
分
割
と
売
買
の
後
で
、
さ
ら
に
特
定
承
継
が
生
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
事
実
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

特
定
承
継
の
場
合
に
は
新
六
八
四
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
と
、
新
六
八
二
〜
六
八
三
条
（
旧
六
八
二
〜
六
八
四
条
）
の
ル
ー
ル
に
よ
る
解
決
が

な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
も
あ
れ
、
新
六
八
四
条
は
、
本
判
決
の
下
さ
れ
た
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）
当
時
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

旧
六
八
二
〜
六
八
四
条
を
援
用
し
た
結
果
、
Ｘ
所
有
の
係
争
地
を
通
行
す
る
権
利
を
Ｙ
に
認
め
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
一
八
八
一
年
八
月
二
〇
日

の
法
律
に
よ
っ
て
新
条
文
六
八
四
条
一
項
が
設
け
ら
れ
る
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
土
地
の
一
部
分
割
・
譲
渡
に
よ
る
袋
地
の
形
成
の
場
合
、
囲
繞

地
の
通
行
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
判
例
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
27
）。

三
　
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
の
状
況

〔
リ
オ
ン
控
訴
院
一
八
五
〇
年
七
月
一
〇
日
判
決
〕
（
28
）

（
事
案
）
甲
地
の
所
有
者
Ｂ
の
死
後
、
そ
の
共
同
相
続
人
間
で
甲
地
は
Ａ
、
Ｌ
、
Ｋ
に
三
分
割
さ
れ
た
。
公
道
か
ら
最
も
遠
い
Ａ
地
の
所
有
者
Ｘ
が
、
Ｌ
地

で
も
Ｋ
地
で
も
な
く
、
公
道
に
出
る
た
め
に
Ｃ
地
を
通
行
す
る
権
利
を
有
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

二
一



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

二
二

（
判
旨
）
こ
の
〔
共
同
相
続
人
間
の
〕
土
地
の
分
割
は
、
公
道
か
ら
最
も
遠
い
部
分
〔
の
所
有
者
〕
の
た
め
に
、
そ
れ
以
外
の
〔
分
割
さ
れ
た
〕
部
分
の
土

地
の
上
を
通
行
す
る
通
行
権
を
与
え
た
。
こ
の
権
利
供
与
の
推
定
は
、
事
物
の
必
然
性
に
由
来
す
る
。
分
割
さ
れ
た
土
地
の
部
分
は
、
そ
れ
が
分
割
の
結
果
に

よ
っ
て
囲
繞
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
も
、
隣
接
地
へ
の
通
行
権
を
有
し
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
共
同
分
割
者
（
共
同
相
続
人
）
は
、
そ
れ
ら
の
〔
分
割
さ
れ
た
〕

土
地
を
公
道
か
ら
隔
て
て
い
る
土
地
に
対
す
る
地
役
権
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
分
割
さ
れ
た
土
地
に
、
分
割
か
ら
生
じ
る
地
役
権
を
負
担
さ
せ
る

こ
と
は
正
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
本
件
に
お
い
て
、
Ａ
地
の
活
用
の
た
め
に
、
通
行
地
役
権
は
、
公
道
か
ら
Ａ
地
を
隔
て
て
い
る
土
地
の
他
の

部
分
〔
Ｌ
、
Ｋ
の
両
地
〕
の
上
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
・
・
・
Ａ
地
の
活
用
の
た
め
に
Ｃ
地
を
通
行
す
る
こ
と
は
黙
認
の
性
格
の
み
を
有
し

え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｃ
地
上
へ
の
通
行
地
役
権
の
時
効
取
得
の
た
め
に
有
用
な
占
有
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

〔
ド
ゥ
エ
控
訴
院
一
八
五
〇
年
一
一
月
二
三
日
判
決
〕
（
29
）

（
事
案
）
Ａ
と
Ｂ
の
所
有
地
（
以
下
、
Ａ
地
、
Ｂ
地
と
い
う
）
は
、
双
方
と
も
、
公
道
と
Ｃ
所
有
地
に
隣
接
し
て
お
り
、
Ｃ
地
は
袋
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

Ａ
は
Ｃ
地
を
買
い
受
け
た
後
で
破
産
し
、
Ａ
地
は
Ｘ
に
、
Ｃ
地
は
Ｙ
に
そ
れ
ぞ
れ
競
落
さ
れ
た
。
Ｙ
は
公
道
に
達
す
る
た
め
に
Ｘ
の
土
地
（
Ａ
地
）
を
通
行
で

き
る
と
考
え
て
い
た
が
、
Ｘ
は
こ
の
通
行
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
。
Ｙ
が
占
有
訴
訟
で
勝
訴
し
た
た
め
、
Ｘ
は
本
権
訴
訟
を
提
起
し
、
Ａ
地
が
拘

束
を
受
け
ず
、
Ｙ
に
対
し
て
い
か
な
る
通
行
の
負
担
も
負
わ
ず
、
但
し
、
か
つ
て
Ａ
が
Ｃ
地
を
取
得
す
る
前
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
Ｙ
が
Ｂ
地
を
通
行
す

る
こ
と
は
認
め
る
と
主
張
し
て
い
る
。
第
一
審
は
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
は
控
訴
し
た
。

（
判
旨
）
二
つ
の
土
地
〔
Ａ
地
と
Ｃ
地
〕
の
売
買
〔
競
売
〕
は
、
同
時
に
、
か
つ
同
じ
契
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
Ｙ
が
取
得
し
た
土
地
〔
Ｃ
地
〕
は
、
そ

の
売
買
の
効
果
に
よ
っ
て
囲
繞
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
土
地
は
当
該
売
買
の
時
に
は
袋
地
で
は
な
か
っ
た
。
事
物
の
諸
原
則
に
よ
れ
ば
、
袋
地
は
、
所
有
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者
が
、
専
ら
そ
の
所
有
地
を
通
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
所
有
地
を
活
用
し
え
な
い
範
囲
で
の
み
存
在
す
る
。
本
件
で
は
、
二
つ
の
土
地
〔
Ａ
地
と
Ｃ
地
〕

の
前
所
有
者
で
あ
る
Ａ
は
、
今
日
Ｙ
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
土
地
〔
Ｃ
地
〕
を
、
Ａ
地
を
通
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
活
用
し
え
た
。
従
っ
て
、
袋
地
は
存
在
し

て
い
な
か
っ
た
。
Ａ
が
自
己
所
有
地
の
一
部
に
つ
い
て
な
し
た
譲
渡
に
よ
っ
て
、
Ａ
は
こ
の
部
分
〔
Ｃ
地
〕
を
公
道
か
ら
切
り
離
し
、
袋
地
を
生
ぜ
し
め
た
の

で
あ
る
が
、〔
譲
渡
の
当
事
者
以
外
の
〕
他
の
所
有
者
に
属
す
る
隣
接
地
は
損
な
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
新
所
有
者
は
公
道
に
隣
接
す
る
土
地
の
反
対
部
分

〔
本
件
で
は
Ａ
地
〕
を
通
行
す
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
後
者
の
部
分
〔
Ａ
地
〕
は
、
譲
渡
さ
れ
た
部
分
〔
Ｃ
地
〕
が
、
法
律
上
の
資
格
あ
る
い
は
時
効
に
よ
っ

て
取
得
さ
れ
た
、
他
の
土
地
を
通
行
す
る
権
利
を
有
す
る
場
合
に
の
み
、
通
行
の
負
担
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
譲
渡
さ
れ
た
部
分
に
と
っ
て
通
行
の
必
要
性
が
な

く
な
れ
ば
、
譲
渡
の
通
常
の
効
果
も
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
原
則
を
本
件
の
事
実
に
適
用
す
る
と
、
Ｙ
は
Ｘ
所
有
地
〔
Ａ
地
〕
を
通
行
す
る
た

め
の
占
有
を
有
し
て
お
り
、
占
有
訴
訟
に
関
し
て
下
さ
れ
た
判
決
に
よ
っ
て
、
Ｙ
は
こ
の
占
有
を
維
持
し
て
い
た
。
こ
の
本
権
訴
訟
に
お
い
て
、
Ｙ
の
通
行
権

は
正
当
と
認
め
ら
れ
、
Ｘ
は
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
諸
効
果
を
免
れ
る
た
め
に
、
Ｙ
が
公
道
に
隣
接
す
る
Ｂ
地
上
へ
の
通
行
権
を
有
す
る
と
い
う
抗
弁
を
根
拠
付

け
る
の
に
適
し
た
事
実
の
証
拠
を
提
出
す
る
義
務
を
負
う
。

〔
破
毀
院
審
理
部
一
八
五
九
年
一
一
月
一
四
日
判
決
〕
（
30
）

（
事
案
）
一
七
九
六
年
一
一
月
二
〇
日
付
の
公
正
証
書
に
よ
っ
て
、
Ａ
は
Ｙ
に
、
グ
ラ
ン
・
パ
キ
エ
﹇G

ran
d

P
asq

u
ier

﹈
と
呼
ば
れ
る
一
筆
の
土
地
の
一

部
（
甲
地
）
を
売
却
し
た
。
甲
地
は
公
道
に
接
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
袋
地
状
態
の
結
果
と
し
て
、
Ｙ
は
自
己
所
有
地
と
の
連
絡
の
た
め
に
、
Ａ
の
手

中
に
残
さ
れ
た
土
地
の
空
き
地
部
分
を
通
行
し
て
い
た
。
こ
の
袋
地
状
態
は
一
七
九
九
年
に
解
消
し
た
が
、
そ
の
後
も
Ｙ
は
こ
の
箇
所
を
通
行
し
つ
づ
け
て
い

た
。
後
に
Ａ
を
相
続
し
た
Ｘ
は
、
Ｙ
の
通
行
権
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
袋
地
状
態
は
、
一
七
九
六
年
の
土
地
取
得
の
三
年
後
に
解
消
し
、
袋
地
の
解
消
後
三
〇

二
三



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

二
四

年
間
の
占
有
が
、
非
継
続
の
地
役
権
を
Ｙ
に
獲
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
Ｙ
の
通
行
地
役
権
は
正
当
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
Ｙ
を
訴
求
し

た
。一

八
五
九
年
三
月
九
日
の
デ
ィ
ジ
ョ
ン
控
訴
院
判
決
は
、「
Ａ
Ｙ
間
の
売
買
の
結
果
と
し
て
、
通
行
地
役
権
が
Ｙ
に
与
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
通
行
地
役

権
は
黙
示
の
合
意
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
そ
の
効
果
は
袋
地
状
態
の
存
続
に
依
存
し
な
い
」
と
し
て
、
Ｙ
の
地
位
（
通
行
地
役
権
）
の
維
持
を
命
じ
て
Ｘ
の
控

訴
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
は
、「
Ａ
Ｙ
間
の
売
買
契
約
は
Ｙ
の
通
行
地
役
権
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
か
ら
、
Ｙ
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
通
行
地
役
権
は
、
袋
地
状
態

に
お
い
て
の
み
そ
の
根
拠
を
有
し
う
る
。
従
っ
て
、
こ
の
通
行
地
役
権
は
、
袋
地
状
態
自
体
と
と
も
に
消
滅
す
べ
き
で
あ
り
、
売
却
さ
れ
た
土
地
の
、
公
道
に

隣
接
す
る
他
の
土
地
と
の
結
合
の
時
か
ら
直
ち
に
消
滅
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
上
告
し
た
。

（
判
旨
）
上
告
棄
却
。
原
判
決
に
よ
れ
ば
、
・
・
・
分
割
さ
れ
た
グ
ラ
ン
・
パ
キ
エ
の
こ
の
部
分
（
甲
地
）
は
い
か
な
る
公
道
に
も
接
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
Ｙ
の
甲
地
へ
の
連
絡
は
、
証
書
が
沈
黙
し
て
い
る
場
合
に
は
、
依
然
と
し
て
売
主
の
所
有
地
で
あ
り
続
け
て
い
る
不
動
産
の
残
り
の
部
分
の

上
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
原
判
決
は
付
け
加
え
て
い
る
。
確
か
に
、
売
買
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
義
務
、
即
ち
、
売
主
が
売
っ
た
物

を
引
き
渡
す
義
務
と
保
管
す
る
義
務
が
売
主
に
課
せ
ら
れ
る
。
民
法
一
六
一
五
条
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
物
を
引
き
渡
す
義
務
は
、
そ
の
付
随
義
務
及
び
そ
の
物

の
永
続
的
な
使
用
の
た
め
に
予
定
さ
れ
た
全
て
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
原
則
に
よ
れ
ば
、
旧
法
の
下
で
も
新
法
の
下
で
も
、
一
筆
の
土
地
に
囲

繞
さ
れ
、
公
道
に
接
し
て
い
な
い
土
地
の
一
区
画
を
Ａ
に
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｘ
は
買
主
に
対
し
、
売
却
さ
れ
た
区
画
の
活
用
の
た
め
に
、
Ｘ
が
依
然

と
し
て
所
有
者
で
あ
り
続
け
て
い
た
土
地
を
通
行
す
る
通
行
権
を
得
さ
せ
る
義
務
を
負
担
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
義
務
は
存
在
し
つ
づ
け
た
。
原
判
決
は
こ
の

よ
う
に
判
示
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
判
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
な
る
法
律
の
規
定
に
も
違
反
し
な
か
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
土
地
の
一
部
分
割
・
譲
渡
に
よ
る
袋
地
の
形
成
の
場
合
、
袋
地
所
有
者
の
囲
繞
地
通
行
権
は
、
分
割
の
対
象
と
な
っ
た
土
地
に
対

し
て
の
み
生
じ
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
、
一
八
八
一
年
の
民
法
改
正
以
前
に
、
既
に
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
後
に
一
八
八
一
年
の

民
法
改
正
に
結
実
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
広
島
裁
判
所
の
判
決
は
、
土
地
の
分
割
・
譲
渡
が
売
買
に
よ
っ
て
な

さ
れ
、
売
主
が
留
保
し
た
土
地
が
袋
地
と
な
っ
た
場
合
の
売
主
の
囲
繞
地
通
行
権
を
認
め
た
事
案
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
前
掲
破
毀
院
審
理

部
一
八
五
九
年
判
決
は
、
売
主
が
土
地
を
分
割
し
て
袋
地
部
分
を
譲
渡
し
、
公
道
に
接
す
る
部
分
を
自
己
に
留
保
し
た
事
案
で
あ
り
、
袋
地
所
有
者

の
通
行
権
を
売
主
の
義
務
に
基
づ
く
も
の
と
構
成
し
て
い
る
の
で
、
広
島
裁
判
所
判
決
の
事
件
と
は
事
案
が
異
な
り
、
直
接
の
先
例
と
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
広
島
裁
判
所
判
決
と
同
様
に
、
売
主
が
留
保
し
た
土
地
が
袋
地
と
な
っ
た
場
合
の
売
主
の
囲
繞
地
通
行
権
を
認
め
た
次
の
よ
う
な
判
決
が

登
場
し
た
。

〔
破
毀
院
民
事
部
一
八
六
七
年
四
月
二
四
日
判
決
〕
（
31
）

（
事
案
）
一
八
〇
八
年
に
、
Ａ
は
Ｂ
に
、
公
道
に
接
し
た
土
地
の
区
画
（
一
二
六
一
番
）
を
売
却
し
、
そ
の
結
果
、
Ａ
が
留
保
し
た
一
二
七
六
番
は
袋
地
と

な
っ
た
。
Ａ
は
こ
の
売
買
以
降
、
あ
る
時
は
隣
人
Ｃ
の
中
庭
を
通
り
、
あ
る
時
は
他
の
隣
人
の
土
地
を
通
っ
て
公
道
に
出
入
り
し
て
い
た
。
後
に
こ
の
袋
地
が

競
落
さ
れ
、
競
落
人
は
さ
ら
に
Ｘ
に
こ
れ
を
転
売
し
た
。
Ｘ
は
こ
の
袋
地
の
た
め
に
必
要
な
通
行
権
を
訴
求
し
、
一
八
六
一
年
七
月
五
日
に
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー

ヴ
＝
シ
ュ
ル
＝
ロ
﹇V

illen
eu

ve-su
r-L

ot

﹈
の
裁
判
所
は
、
そ
の
場
所
の
検
分
を
行
う
た
め
に
鑑
定
人
を
任
命
し
た
。
鑑
定
人
は
、
Ｘ
の
所
有
地
の
袋
地
状
態

が
一
八
〇
八
年
の
売
買
に
遡
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
、
通
行
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
た
。「
一
二
六
一
番
の
地
図
上
に
記
載
さ
れ
た
家
に
よ
っ

て
、
同
地
に
地
役
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
家
の
所
有
者
が
同
時
に
一
二
七
六
番
地
の
所
有
者
で
も
あ
っ
た
時
に
、
元
々
地
役
権
が

二
五



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
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裁
判
と
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―
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判
例
を
素
材
と
し
て
―

二
六

行
使
さ
れ
た
の
は
そ
こ
を
通
行
し
て
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
の
仕
方
で
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
、
自
己
の
土
地
へ
行
く
た
め
に
他
人
の
家
の
中
を

通
る
こ
と
は
何
人
に
も
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
地
役
権
は
き
わ
め
て
費
用
が
か
か
る
。
と
い
う
の
は
、
家
を
解
体
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｃ
（
や
Ｄ
）
の
中
庭
を
通
行
す
る
こ
と
も
認
め
る
べ
き
だ
と
は
思
わ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
中
庭
は
、
そ
の
樽
製
造
業
と

い
う
職
業
の
た
め
に
、
Ｃ
や
Ｄ
に
と
っ
て
必
要
な
全
て
の
木
材
が
置
か
れ
て
い
る
庭
で
あ
り
、
壁
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
壁
が
そ
の
庭
を
一
軒
の

家
に
似
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
そ
こ
に
地
役
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
よ
り
費
用
が
か
か
る
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
・
・
・
Ｙ
ら
が

所
有
す
る
庭
一
二
七
七
番
地
と
一
二
七
八
番
地
を
通
行
す
る
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
り
、
よ
り
少
な
い
損
害
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｃ
や
Ｄ
の
中
庭
を
通

行
す
る
よ
り
も
、
こ
の
方
法
は
公
道
に
よ
り
短
い
距
離
で
達
す
る
」。
Ｙ
ら
は
、
通
行
権
は
一
二
六
一
番
地
の
上
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い

る
。
そ
の
理
由
は
、「
売
主
に
よ
っ
て
留
保
さ
れ
た
区
画
の
た
め
に
、
Ｘ
が
そ
れ
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
の
袋
地
状
態
を
生
ぜ
し
め
た
の
は
、

こ
の
区
画
（
一
二
六
一
番
地
）
の
譲
渡
だ
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｙ
ら
は
、「
売
主
は
、
彼
が
譲
渡
し
た
区
画
で
あ
る
、
公
道
か
ら
隔
て
ら
れ
た
そ
の
所

有
地
に
至
る
た
め
に
、
契
約
に
お
い
て
留
保
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
地
役
権
に
よ
っ
て
、
売
却
さ
れ
た
部
分
を
通
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
主
張
し
、
そ
こ
か

ら
、「
そ
の
承
継
人
は
同
じ
地
役
権
を
主
張
し
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
隣
接
地
の
他
の
所
有
者
に
対
し
て
は
、
民
法
六
八
二
条
の
意
味
に
お
い
て
囲
繞
さ
れ
た
と

は
み
な
さ
れ
な
い
」
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
た
。

ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
シ
ュ
ル
＝
ロ
の
裁
判
所
は
、
一
八
六
四
年
三
月
一
二
日
に
、
上
記
の
鑑
定
人
の
報
告
書
の
意
見
と
理
由
を
採
用
し
、
Ｃ
と
Ｄ
の
土
地
に
隣

接
す
る
Ｙ
ら
の
庭
の
端
に
Ｘ
の
た
め
の
通
行
権
を
認
め
る
判
決
を
下
し
た
。
Ｙ
ら
は
控
訴
し
た
が
、
ア
ジ
ャ
ン
控
訴
院
﹇la

cou
r

d
’A

gen

﹈
一
八
六
五
年
一
月

四
日
判
決
は
、
原
判
決
を
支
持
し
て
Ｙ
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。
Ｙ
上
告
。

（
判
旨
）
上
告
棄
却
。
袋
地
の
形
成
が
、
分
割
さ
れ
る
前
は
公
道
に
通
じ
て
い
た
土
地
の
部
分
的
な
譲
渡
に
起
因
す
る
場
合
に
、
通
行
権
は
、
原
則
と
し
て
、
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契
約
上
、
そ
れ
に
関
す
る
説
明
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
公
道
に
接
す
る
土
地
部
分
を
留
保
し
た
売
主
に
よ
っ
て
、
袋
地
部
分
の
所
有
者
と
な
っ
た
買
主
に
対

し
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
引
渡
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
売
主
が
、
彼
が
譲
渡
し
た
所
有
権
の
必
然
的
な
付
随
物
と
し
て
、
か
か
る
通
行
権
を
留
保
し
、

か
つ
保
障
し
た
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
売
買
に
お
け
る
担
保
（
責
任
）
の
ル
ー
ル
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
様
に
、
こ
の
ル
ー
ル
は
、
袋
地

の
形
成
が
譲
渡
の
直
接
の
結
果
で
は
な
い
と
き
、
特
に
、
あ
る
土
地
が
売
買
に
よ
っ
て
他
の
土
地
に
囲
繞
さ
れ
、
そ
の
後
、
売
主
に
留
保
さ
れ
た
そ
の
袋
地
部

分
も
売
却
さ
れ
た
場
合
に
は
、
も
は
や
適
用
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
売
主
は
、
自
己
の
所
有
物
で
は
な
い
土
地
（
囲
繞
地
）
に
関
し
て
、
い
か
な
る
権

利
も
取
得
者
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
袋
地
部
分
の
買
主
は
、
必
然
的
に
民
法
六
八
二
条
以
下
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
条
文
の
規
定
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
通
行
権
を
有
す
る
。
本
件
に
お
い
て
、
原
判
決
は
、
Ｘ
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
区
画
は
、
か
つ
て
は
袋
地
で

な
か
っ
た
土
地
の
一
部
を
成
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
、
同
様
に
、
Ｘ
の
取
得
以
降
、
長
期
間
に
渡
り
袋
地
状
態
が
継
続
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い

る
。
他
方
、
か
つ
て
は
公
道
に
接
し
て
い
た
土
地
の
上
に
一
軒
の
家
が
建
ち
、
地
役
権
設
定
の
可
能
性
が
あ
っ
た
も
う
一
つ
の
土
地
は
壁
に
囲
ま
れ
た
中
庭
で

あ
る
の
で
、
通
行
権
の
行
使
が
必
然
的
に
そ
の
壁
の
取
り
壊
し
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
、
事
実
上
、
原
判
決
の
認
定
か
ら
帰
結
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事

情
の
下
で
、
原
判
決
は
、
原
判
決
が
定
め
た
償
金
と
引
換
え
に
Ｘ
の
た
め
に
通
行
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
法
六
八
二
条
以
下
の
規
定
に
違
反
す
る
ど

こ
ろ
か
、
本
件
訴
訟
の
事
実
へ
の
当
該
規
定
の
正
当
な
適
用
を
行
っ
た
。

こ
の
判
決
は
、
土
地
が
分
割
譲
渡
さ
れ
、
売
主
が
袋
地
部
分
を
留
保
し
た
後
、
売
主
は
残
余
地
を
通
行
せ
ず
、
他
の
隣
接
地
を
通
っ
て
公
道
に
出

入
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
売
主
が
留
保
し
て
い
た
袋
地
部
分
を
第
三
者
が
取
得
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
第
三
者
は
売
主
が
分
割
譲
渡

し
た
囲
繞
地
（
残
余
地
）
を
通
行
す
る
権
利
を
有
せ
ず
、
民
法
六
八
二
条
に
依
拠
し
て
他
の
隣
接
地
に
対
す
る
通
行
権
の
み
を
認
め
る
と
判
示
し
て

二
七



明
治
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二
八

い
る
。
ま
た
、
判
例
集
に
掲
載
さ
れ
た
本
判
決
へ
の
無
署
名
コ
メ
ン
ト
は
、
本
判
決
の
趣
旨
が
、
分
割
譲
渡
の
直
接
の
当
事
者
間
で
は
、
囲
繞
地
通

行
権
が
生
ず
る
（
売
主
が
囲
繞
地
を
留
保
し
た
場
合
に
は
、
買
主
に
対
し
て
通
行
権
の
負
担
を
負
い
、
売
主
が
袋
地
を
留
保
し
た
場
合
に
は
、
買
主

に
対
し
て
囲
繞
地
通
行
権
を
有
す
る
）
が
、
袋
地
の
特
定
承
継
人
は
囲
繞
地
（
残
余
地
）
の
通
行
権
を
当
然
に
有
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
囲
繞
地
の

特
定
承
継
人
も
袋
地
所
有
者
に
対
し
て
通
行
権
の
負
担
を
負
わ
な
い
か
ら
、
特
定
承
継
人
と
の
間
で
は
、
当
然
に
囲
繞
地
通
行
権
が
生
じ
る
わ
け
で

は
な
く
、
民
法
六
八
二
条
に
従
っ
て
囲
繞
地
通
行
権
の
存
否
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
32
）。

こ
の
破
毀
院
判
決
の
事
案
は
、
袋
地
部
分
を
売
主
が
留
保
し
た
と
い
う
点
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
広
島
裁
判
所
判
決
の
事
案
と
同
様
で
あ
る

が
、
そ
の
後
袋
地
部
分
が
第
三
者
に
転
売
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
囲
繞
地
部
分
が
第
三
者
に
転
売
さ
れ
た
広
島
裁
判
所
判
決
の
事
案
と
異
な
る
。
し

か
し
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
の
判
決
の
コ
メ
ン
ト
を
併
せ
て
読
む
と
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
は
そ
の
後
の
特
定
承
継
が
袋
地
に
つ
い
て
生
じ
た
場
合

と
囲
繞
地
に
つ
い
て
生
じ
た
場
合
と
を
区
別
せ
ず
、
同
じ
よ
う
に
処
理
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
右
の
よ
う

な
事
案
の
違
い
は
結
論
を
左
右
す
る
重
大
な
事
実
と
は
な
ら
ず
、
結
果
的
に
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
広
島
裁
判
所
判
決
の
事
案
に
関
し
て
は
、
当

時
の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
の
立
場
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
八
二
条
に
依
拠
し
た
こ
の
広
島
裁
判
所
判
決
と
同
様
の
処
理
が
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
広
島
裁
判
所
判
決
は
、
土
地
の
分
割
譲
渡
に
よ
る
袋
地
形
成
の
後
に
特
定
承
継
が
な
さ
れ

た
と
い
う
事
実
を
特
に
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
広
島
裁
判
所
の
担
当
裁
判
官
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
参
照
し
た
と

い
う
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
条
文
の
み
な
ら
ず
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
も
目
を
配
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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四
　
通
行
地
役
権
の
時
効
取
得
に
つ
い
て

な
お
、
広
島
裁
判
所
判
決
の
判
旨
第
四
条
に
お
い
て
、「
Ｄ
ノ
原
告
母
Ｃ
ニ
傳
フ
ル
ニ
、
南
北
庇
間
空
地
ヲ
存
セ
シ
ノ
言
ヲ
以
テ
シ
、
且
論
所
西

部
ニ
短
籬
ヲ
結
ヒ
シ
後
チ
、
被
告
ヲ
シ
テ
我
薬
草
園
或
ハ
門
内
ヲ
通
行
セ
シ
メ
タ
リ
ト
ノ
原
告
陳
述
ハ
、
則
停
拒
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
土
地
ノ
義
務
ヲ
行

ヒ
シ
モ
ノ
ニ
テ
、
被
告
ハ
嘉
永
二
年
、
火
災
以
前
ヨ
リ
継
續
シ
テ
通
行
権
ヲ
有
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
定
ス
（
Ｄ
は
Ｘ
の
母
Ｃ
に
、
南
北
庇
間
に
空
き
地

が
あ
っ
た
と
伝
え
、
か
つ
論
所
西
部
に
短
籬
を
造
っ
た
後
、
Ｙ
を
し
て
自
分
の
薬
草
園
あ
る
い
は
門
内
を
通
行
さ
せ
た
と
い
う
Ｘ
の
陳
述
は
、
す
な

わ
ち
、
拒
絶
で
き
な
い
土
地
の
義
務
を
履
行
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
年
）、
火
災
以
前
よ
り
継
続
し
て
通
行
権
を
有
し

て
い
た
も
の
と
認
定
す
る
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
は
、
通
行
地
役
権
の
時
効
取
得
を
認
め
た
も
の
と
解
釈
で
き
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
場
合
、
当
然
引
用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
関
連
条
文
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
九
〇
条
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
九
〇
条
に
よ
れ

ば
、
通
行
地
役
権
の
取
得
時
効
期
間
は
三
〇
年
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
年
）
か
ら
起
算
す
る
と
三
〇
年
に
わ
ず
か
に
満
た
な

い
た
め
（
本
件
訴
訟
を
受
理
し
た
の
が
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）、
判
決
が
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
））、
裁
判
所
は
通
行
地
役
権
の
時
効

取
得
と
い
う
法
的
構
成
を
採
用
す
る
こ
と
を
結
局
、
断
念
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
『
性
法
講
義
』
の
参
照
に
つ
い
て

そ
こ
で
、
裁
判
所
は
、
囲
繞
地
通
行
権
を
認
定
す
る
た
め
の
理
由
付
け
の
補
強
と
し
て
、
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
ボ
ワ
ソ

ナ
ー
ド
講
義
・
井
上
操
筆
記
『
性
法
講
義
　
完
』（
司
法
省
蔵
版
）
も
参
照
し
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
、
司
法
省
法
学
校
に
お
け
る
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド

の
自
然
法
（「
性
法
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
）
に
関
す
る
講
義
録
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
実
定
法
は
自
然
法
を
具
体
的
に

二
九



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

三
〇

法
典
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
（
33
）、

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
も
自
然
法
の
講
義
と
銘
打
っ
て
、
実
質
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
の
講
義
を
行
っ

て
い
る
（
34
）。

そ
こ
で
、
本
判
決
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
『
性
法
講
義
』
の
関
連
箇
所
を
敷
衍
す
る
と
、「
人
為
法
ノ
ナ
キ
場
合
即
チ
獨
リ
性
法
ノ
ミ
ヲ

以
テ
基
礎
ト
爲
ス
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
猶
ホ
法
上
ノ
義
務
ア
ル
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
曰
ク
余
ハ
必
ス
此
ノ
義
務
ノ
成
立
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
信
ス
只
人
為
法
ニ
於
テ

ノ
如
ク
其
ノ
當
行
多
カ
ラ
ス
其
ノ
廣
長
モ
亦
タ
大
ナ
ラ
サ
ル
ノ
ミ
然
レ
ト
モ
此
ノ
義
務
ノ
要
領
ニ
至
リ
テ
ハ
必
ス
萬
國
ニ
在
ル
ヘ
キ
ナ
リ
・
・
・
隣

人
中
ノ
二
三
ノ
義
務
モ
亦
タ
人
為
法
ナ
キ
ノ
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
當
行
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
譬
ヘ
ハ
圍
繞
セ
ラ
レ
シ
所
有
者
（
他
人
ノ
地
面
ニ
テ
四
方
ヨ
リ

圍
マ
レ
シ
所
有
者
ヲ
云
フ
）
ニ
通
路
ヲ
供
ス
ル
ノ
義
務
」
と
い
う
箇
所
（
三
六
九
頁
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
人
為
法
と
は
、
同
書
八
頁
に
「
各
國

ニ
於
テ
制
定
セ
シ
所
ノ
法
ハ
之
ヲ
人
為
法
ト
云
フ
」
と
説
明
さ
れ
、「
人
為
法
」
に
は
「
ロ
ワ
ー
ポ
ジ
チ
フ
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
実
定
法
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
袋
地
所
有
者
の
囲
繞
地
通
行
権
が
、
そ
れ
を
定
め
た
実
定
法
が
な
い
場
合
に
も
自
然

法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
本
件
に
お
い
て
、
Ｙ
に
通
行
権
を
付
与
す
る
た
め
の
根
拠
と

は
な
っ
て
も
、
具
体
的
に
Ｙ
が
囲
繞
地
の
う
ち
の
ど
の
部
分
に
対
し
て
通
行
権
を
有
す
る
か
（
Ｘ
に
対
し
て
囲
繞
地
通
行
権
を
主
張
し
う
る
か
否
か
）

に
つ
い
て
解
決
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
先
に
挙
げ
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
条
文
や
判
例
等
を
参
考
に
し
て
検
討
す
る

し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
四
節
　
小
括

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
参
照
し
た
本
判
決
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
関
す
る
資
料
と
し
て
は
、
箕
作
麟
祥
訳
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
以
外

に
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
講
義
・
井
上
操
筆
記
『
性
法
講
義
　
完
』（
司
法
省
蔵
版
）
し
か
引
用
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
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を
含
め
て
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
を
十
分
に
理
解
し
て
参
照
し
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
判

決
が
下
さ
れ
た
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）
一
月
二
一
日
ま
で
に
日
本
語
で
翻
訳
出
版
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
関
す
る
書
物
で
、
囲
繞
地
通
行

権
に
言
及
し
た
も
の
は
、
前
掲
二
書
以
外
に
は
見
当
た
ら
ず
（
35
）、

資
料
上
の
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

第
四
章
　
担
当
裁
判
官
に
つ
い
て

第
一
節
　
進
十
六

本
稿
で
対
象
と
し
た
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）
一
月
の
広
島
裁
判
所
判
決
は
、
合
議
体
に
よ
る
裁
判
で
あ
る
。
即
ち
、
掛
　
判
事
　
進
　
十

六
と
、
主
　
判
事
補
　
水
邨
　
遜
（
水
村
　
遜
）、
副
　
十
七
等
出
仕
　
南
條
持
一
の
三
名
の
合
議
に
よ
る
裁
判
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
彼
ら

の
経
歴
に
つ
い
て
、
判
明
し
た
限
り
で
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
三
名
が
こ
の
判
決
に
実
際
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
や
は
り
、
裁
判
官
の
筆
頭
に
「
掛
　
判
事
」
と
し
て
署
名
し

て
い
る
裁
判
官
、
進
　
十
六
（
し
ん
　
そ
ろ
く
）
が
主
任
裁
判
官
と
し
て
最
も
重
要
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
判
決
原

本
の
訂
正
箇
所
に
進
が
訂
正
印
を
押
捺
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
特
に
進
十
六
に
つ
い
て
、
ま
ず
詳
し
く
述
べ
て
お
こ
う
。

進
十
六
（
一
八
四
四
？
（
一
八
四
三
、
あ
る
い
は
一
八
三
九
と
も
）
〜
一
九
二
八
）
は
、
長
門
国
美
禰
郡
大
田
に
生
ま
れ
た
萩
藩
士
（
長
州
藩
士
）

で
あ
る
。
幼
名
を
吉
太
郎
、
ま
た
美
禰
人
（
36
）

と
い
い
、
藩
校
明
倫
館
に
学
び
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
年
）、
江
戸
の
萩
藩
邸
内
に
設
け
ら
れ
て
い
た

有
備
館
の
舎
長
と
な
り
、
次
い
で
明
倫
館
都
講
と
な
っ
た
（
37
）。

明
倫
館
は
享
保
三
年
（
一
七
四
二
年
）、
第
六
代
藩
主
毛
利
吉
元
が
創
立
し
た
藩
校
で

三
一



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

三
二

あ
り
（
38
）、

金
沢
藩
の
明
倫
堂
と
並
ん
で
教
科
目
の
多
彩
な
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
39
）。

有
備
館
は
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
年
）、
第
一
四
代

藩
主
毛
利
敬
親
が
江
戸
在
勤
藩
士
の
教
育
の
た
め
に
、
江
戸
藩
邸
内
に
設
け
た
学
校
で
あ
っ
た
（
40
）。

進
十
六
が
舎
長
に
就
任
す
る
前
年
の
万
延
元
年

（
一
八
六
〇
年
）
に
、
木
戸
孝
允
も
有
備
館
の
舎
長
に
就
任
し
て
い
る
（
41
）。

都
講
と
は
、
明
倫
館
の
職
員
の
職
名
の
一
つ
で
、
職
員
は
、
総
奉
行
一
名
、

目
附
二
名
、
学
頭
一
名
、
助
教
一
名
、
講
師
（
定
員
な
し
）、
都
講
二
名
、
講
師
見
習
三
名
、
小
学
教
諭
三
名
、
書
記
一
名
、
司
典
二
名
か
ら
成
っ

て
い
た
（
42
）。

そ
の
後
、
進
十
六
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
年
）、
戊
辰
戦
争
の
時
に
会
津
征
討
の
た
め
に
越
後
方
面
に
入
っ
た
長
州
兵
の
慰
問
副
使

と
し
て
藩
主
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
（
43
）、

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
に
は
脱
走
兵
の
動
静
を
視
察
す
る
た
め
、
津
和
野
、
久
留
米
等
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
44
）。

明
治
四
年
（
一
八
七
一
年
）
に
山
口
県
が
成
立
す
る
と
、
進
は
権
大
属
に
任
ぜ
ら
れ
、
聴
訟
課
に
配
属
さ
れ
た
（
45
）。

聴
訟
課
は
明
治
四
年
の
廃
藩
置

県
後
、
県
治
条
例
に
よ
っ
て
民
刑
事
裁
判
実
務
や
警
察
・
行
刑
実
務
を
司
る
部
署
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
山
口
県
で
は
、
明
治
九
年
（
一
八

七
六
年
）
三
月
、
山
口
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
、
裁
判
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
進
十
六
も
掛
官
と
し
て
様
々
な
民
事
裁
判
に
関
与
し
て

い
る
（
46
）。

進
十
六
の
司
法
官
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
が
こ
こ
に
始
ま
っ
た
。
初
代
山
口
県
令
で
あ
っ
た
中
野
梧
一
の
日
記
（
も
っ
と
も
日
記
執
筆
当
時
、

中
野
は
山
口
県
参
事
と
山
口
県
権
令
を
歴
任
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
ま
だ
県
令
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二

年
）
五
月
一
二
日
、
進
十
六
は
大
属
に
昇
進
し
、
聴
訟
課
専
勤
局
長
心
得
（
マ
マ
）
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
47
）。

進
十
六
は
、
こ
の
中
野
梧
一
の
日
記
に
実
に

頻
繁
に
登
場
し
、
中
野
と
連
絡
を
取
っ
て
お
り
、
中
野
の
信
頼
の
厚
い
部
下
の
一
人
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
八
七
二
年
四
月
一
八

日
付
け
の
日
記
に
は
、「
進
も
帰
県
、
司
法
省
之
模
様
ヲ
モ
承
知
ス
。
律
改
正
ア
ル
ヨ
シ
、
生
口
開
化
ノ
国
体
ヲ
不
考
、
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
な
る
へ
し
。

歎
息
々
々
」
と
あ
り
（
48
）、

東
京
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
進
が
、
帰
県
後
、
司
法
省
の
改
革
に
つ
い
て
報
告
し
、
中
野
と
率
直
に
議
論
し
た
様
子
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
進
が
聴
訟
課
専
勤
局
長
心
得
に
任
ぜ
ら
れ
た
直
後
の
同
年
五
月
一
四
日
付
け
の
日
記
に
は
、「
聴
訟
課
取
扱
方
、
藩
風
を
不
免
、
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一
洗
セ
ザ
ル
を
不
得
、
進
江
心
得
方
等
談
ス
」
と
、
聴
訟
課
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
中
野
が
、
や
は
り
率
直
に
進
と
話
し
合
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
（
49
）。

そ
の
ほ
か
、
様
々
な
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
、
中
野
は
進
と
相
談
し
て
い
る
（
50
）。

な
か
で
も
特
に
重
要
な
も
の
は
一
八
七
四
年
に
起
き
た
佐
賀

の
乱
を
巡
る
山
口
県
の
対
応
で
あ
り
、
そ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
広
島
鎮
台
か
ら
銃
器
を
借
り
入
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
交
渉
の
た
め
に
中
野
は

進
十
六
を
広
島
に
派
遣
し
て
い
る
（
な
お
、
こ
の
交
渉
は
成
功
し
な
か
っ
た
（
51
））。

ま
た
、
同
年
に
は
、
萩
の
不
平
士
族
の
中
心
で
あ
っ
た
元
参
議
・

前
原
一
誠
（
52
）

の
説
得
の
た
め
に
、
中
野
は
、
当
時
台
湾
征
討
に
反
対
し
て
参
議
を
辞
し
た
ば
か
り
の
木
戸
孝
允
（
53
）

を
招
い
た
が
、
そ
の
際
、
進
は
中
野
・

前
原
・
木
戸
ら
の
会
食
の
席
に
列
席
し
て
い
る
ほ
か
、
た
び
た
び
木
戸
と
面
会
し
て
い
る
こ
と
が
『
木
戸
孝
允
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
（
54
）。

明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
三
月
、
山
口
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
と
き
、
進
は
一
級
判
事
補
に
任
ぜ
ら
れ
、
山
口
裁
判
所
に
配
属
さ
れ
た
（
55
）。

そ
の

後
、
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）、
広
島
裁
判
所
判
事
と
な
り
（
56
）、

翌
年
、
山
口
県
小
書
記
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
（
57
）

ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
。
本
稿
で
対

象
と
し
た
判
決
は
、
こ
の
広
島
裁
判
所
判
事
時
代
に
進
が
下
し
た
判
決
で
あ
る
。

広
島
大
学
に
保
管
さ
れ
て
い
る
明
治
一
一
年
度
の
広
島
裁
判
所
の
「
第
一
審
民
事
裁
判
言
渡
書
綴
」
は
二
分
冊
に
な
っ
て
お
り
、
本
稿
で
対
象
と

し
た
判
決
は
、
民
第
二
二
号
ノ
三
の
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
も
う
一
冊
の
民
第
二
二
号
ノ
四
も
含
め
て
、
こ
の
年
に
進
十
六
が
広
島
裁
判
所
で

関
与
し
た
民
事
裁
判
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
計
二
二
件
の
訴
訟
の
う
ち
、
最
多
は
貸
金
催
促
で
計
七
件
、
次
が
預
け
金
催
促
と
貸
米

催
促
で
各
二
件
、
以
下
は
各
一
件
の
み
の
訴
訟
で
、
預
ケ
網
取
戻
、
定
約
金
請
求
、
代
償
金
請
求
、
借
受
金
計
算
請
求
、
地
券
証
取
戻
、
地
券
証
書

換
故
障
、
買
受
地
券
名
義
書
換
請
求
、
野
山
寄
合
刈
定
約
履
行
請
求
、
用
地
用
水
妨
碍
、
草
刈
妨
礙
、
宅
地
境
界
故
障
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
「
宅
地
境
界
故
障
」
の
裁
判
の
み
で
あ
る
。

広
島
裁
判
所
判
事
退
任
後
、
山
口
県
小
書
記
官
時
代
に
、
進
十
六
は
、
被
告
山
口
県
令
の
訴
訟
代
理
人
と
し
て
、「
所
有
地
建
家
引
揚
処
分
不
当

三
三
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ノ
訴
訟
」
に
関
与
し
て
い
る
（
58
）。

そ
の
後
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
年
）、
進
は
山
口
県
大
書
記
官
に
昇
進
し
た
（
59
）

が
、
こ
れ
は
県
令
に
次
ぐ
ナ
ン
バ
ー
２
の
地
位
で
あ
る
（
60
）。

翌
明

治
一
五
年
（
一
八
八
二
年
）、
進
は
大
阪
控
訴
裁
判
所
判
事
と
し
て
再
び
司
法
省
に
転
出
し
て
い
る
（
61
）。

明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
の
治
罪
法
の

制
定
に
伴
い
、
従
来
の
上
等
裁
判
所
が
控
訴
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
が
始
審
裁
判
所
と
改
称
さ
れ
、
控
訴
裁
判
所
は
、
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
、
広

島
、
長
崎
、
宮
城
、
函
館
の
七
箇
所
に
置
か
れ
た
（
62
）。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
63
）

で
、
こ
の
時
代
に
進
が
関
与

し
た
民
事
裁
判
と
し
て
検
索
で
き
た
の
は
次
の
一
五
件
で
あ
る
。
最
多
は
、
や
は
り
貸
金
催
促
（
単
に
貸
金
催
促
と
す
る
も
の
が
五
件
の
ほ
か
、
地

所
書
入
貸
金
催
促
一
件
を
含
む
）
で
計
六
件
に
の
ぼ
る
。
次
に
多
い
の
が
小
作
米
請
求
で
二
件
、
後
は
、
い
ず
れ
も
一
件
で
、
約
定
金
引
渡
催
促
之

控
訴
、
月
給
金
請
求
不
服
ノ
控
訴
、
公
売
入
札
取
消
ノ
控
訴
、
財
産
譲
渡
不
当
訂
正
ノ
訴
、
地
所
受
戻
シ
ノ
件
控
訴
、
建
家
買
戻
之
控
訴
、
鯡
〆
粕

取
戻
シ
ノ
控
訴
で
あ
る
。
大
阪
控
訴
裁
判
所
判
事
の
在
任
期
間
は
わ
ず
か
四
ヵ
月
と
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。
進
は
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
年
）、

福
岡
始
審
裁
判
所
所
長
に
任
ぜ
ら
れ
、
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
年
）
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
（
64
）。

明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
年
）、
進
は
東
京
控
訴
院
評
定
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
65
）。

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
年
）
に
制
定
さ
れ
た
裁
判
所
官
制
に
よ

り
、
控
訴
裁
判
所
は
控
訴
院
と
改
称
さ
れ
、
控
訴
院
の
裁
判
官
は
評
定
官
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
66
）。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
、
こ
の
時
代
に
進
が
関
与
し
た
民
事
裁
判
と
し
て
検
索
で
き
た
の
は
次
の
六
五
件
で
あ
る
（
67
）。

最
多
は
、
や
は
り

貸
金
催
促
（
単
に
貸
金
催
促
と
す
る
も
の
が
二
〇
件
の
ほ
か
、
田
地
抵
当
貸
金
催
促
二
件
、
金
録
公
債
証
書
抵
当
貸
金
催
促
・
地
所
書
入
貸
金
催

促
・
建
物
書
入
貸
金
催
促
・
無
抵
当
貸
金
各
一
件
を
含
む
）
で
計
二
六
件
に
の
ぼ
る
。
次
に
多
い
の
は
損
害
賠
償
請
求
（
こ
れ
も
記
載
は
様
々
で
、

損
害
要
償
三
件
、
地
所
取
戻
及
地
所
家
屋
使
用
料
損
害
要
償
・
地
賃
損
害
要
償
・
損
害
残
金
請
求
・
弁
償
金
請
求
・
報
償
金
請
求
各
一
件
と
な
っ
て
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い
る
）
で
計
八
件
に
な
る
。
さ
ら
に
預
け
金
請
求
（
預
ケ
金
請
求
・
預
ケ
金
取
戻
・
預
ケ
金
契
約
履
行
各
一
件
）
が
計
三
件
、
約
定
金
請
求
（
約
定

金
請
求
・
米
代
金
請
求
・
石
炭
売
掛
代
金
滞
各
一
件
）
が
計
三
件
、
土
地
明
渡
請
求
（
地
所
取
戻
・
地
所
明
渡
・
貸
地
明
渡
并
地
代
請
求
各
一
件
）

が
計
三
件
、
証
書
取
戻
（
証
書
取
戻
・
公
債
証
書
取
戻
・
計
算
勘
定
並
ニ
証
書
引
戻
各
一
件
）
が
計
三
件
、
株
金
純
益
金
取
戻
が
二
件
と
な
っ
て
い

る
。
以
下
は
各
一
件
の
み
の
訴
訟
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
正
契
約
取
消
、
不
正
証
書
取
消
、
地
所
建
家
仮
装
売
買
取
消
名
前
引
直
シ
、
図
面
訂
正

願
取
消
、
宅
貸
地
料
並
保
存
金
請
求
、
渡
船
開
業
故
障
解
除
、
染
物
品
取
戻
、
地
租
立
替
金
請
求
、
組
合
金
決
算
授
受
、
木
材
差
押
解
除
参
加
、
差

押
財
産
遺
漏
追
加
請
求
、
抵
当
地
先
取
権
故
障
解
除
、
訴
訟
入
費
請
求
、
約
定
履
行
、
名
誉
回
復
、
養
子
離
別
及
送
籍
差
戻
、
後
見
解
除
で
あ
る
。

東
京
控
訴
院
評
定
官
と
し
て
の
勤
務
の
傍
ら
、
進
十
六
は
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
年
）
二
月
三
日
付
け
で
、
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
の
法

律
取
調
報
告
委
員
に
任
命
さ
れ
、
法
典
編
纂
の
実
務
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
報
告
委
員
は
、
民
法
商
法
訴
訟
法
の
草
案
下
調
を
行
い
、
法
律
取

調
委
員
会
に
列
席
し
て
法
案
の
報
告
説
明
を
行
う
務
め
を
担
っ
て
い
た
が
、
法
津
取
調
委
員
と
は
異
な
り
、
議
決
権
を
有
し
な
か
っ
た
（
68
）。

こ
の
報
告

委
員
を
進
は
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
年
）
五
月
五
日
ま
で
務
め
た
。
彼
は
法
律
取
調
委
員
会
の
結
成
当
時
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
く
、
追
加
的
に
任

命
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
ど
の
法
典
の
編
纂
を
担
当
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
（
69
）。

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
一
〇
月
二
二
日
、
進
十
六
は
名
古
屋
地
方
裁
判
所
所
長
に
任
命
さ
れ
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
年
）
二
月
一
二

日
ま
で
務
め
た
（
70
）。

明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
年
）
二
月
、
進
十
六
は
行
政
裁
判
所
評
定
官
に
任
命
さ
れ
た
（
71
）。

行
政
裁
判
所
と
は
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
六

月
に
公
布
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
行
政
裁
判
法
に
基
づ
く
行
政
裁
判
組
織
で
あ
る
。
行
政
裁
判
所
は
全
国
に
一
箇
所
（
東
京
）
し
か

な
く
（
行
政
裁
判
法
一
条
）、
行
政
事
件
を
扱
う
一
審
に
し
て
終
審
の
裁
判
所
と
さ
れ
た
（
72
）。

行
政
裁
判
所
に
は
長
官
一
名
と
評
定
官
が
置
か
れ
（
行

三
五
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政
裁
判
法
二
条
一
項
）、
行
政
裁
判
所
の
評
定
官
の
定
員
は
一
一
名
と
さ
れ
た
（
明
治
二
三
年
六
月
二
八
日
の
勅
令
一
一
一
号
一
条
）
（
73
）。

初
代
長
官
は

槇
村
正
直
（
74
）

で
あ
っ
た
が
（
75
）、

進
十
六
の
同
僚
評
定
官
に
は
、
さ
ら
に
、
第
二
代
長
官
と
な
る
箕
作
麟
祥
（
76
）

や
、
第
五
代
長
官
と
な
る
山
脇
玄
（
77
）、

後
に
大
審

院
長
と
な
る
南
部
甕
男
（
78
）

、
後
の
宮
内
大
臣
渡
辺
千
秋
（
79
）

ら
錚
々
た
る
人
物
が
い
た
（
80
）。

こ
れ
ら
の
同
僚
の
う
ち
、
槇
村
正
直
、
箕
作
麟
祥
、
南
部
甕
男
ら

は
、
進
十
六
が
前
述
の
よ
う
に
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
の
法
律
取
調
報
告
委
員
を
務
め
て
い
た
当
時
、
同
委
員
会
の
法
律
取
調
委
員
を
務
め
て
い
た
（
81
）。

進
十
六
と
箕
作
麟
祥
の
接
点
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
進
十
六
は
、
広
島
裁
判
所
判
事
時
代
に
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
判
決
を

下
す
際
に
、
箕
作
麟
祥
訳
の
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
を
参
照
し
て
い
る
。
ま
た
、
進
の
娘
ミ
ツ
は
、
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
年
）、
箕
作
麟
祥
の
従

兄
弟
箕
作
元
八
（
82
）と

結
婚
し
て
い
る
（
83
）。

行
政
裁
判
所
評
定
官
に
は
定
年
制
度
が
な
か
っ
た
（
84
）

が
、
進
十
六
は
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
に
辞
職
し
、

大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）
に
毛
利
公
爵
家
家
令
に
就
職
し
た
後
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
年
）
五
月
一
六
日
に
没
し
た
（
85
）。

第
二
節
　
水
邨
　
遜
（
水
村
　
遜
）

次
に
、
水
邨
遜
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
彼
の
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
山
梨
県
出
身
の
よ
う
で
あ
る
（
86
）。

ま
た
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
広
島
裁
判

所
の
判
決
原
本
で
は
、
彼
は
氏
名
の
表
記
を
「
水
邨
遜
」
と
し
て
署
名
し
て
い
る
が
、
寺
岡
寿
一
編
『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
第
三
巻
』

（
寺
岡
書
洞
、
一
九
七
七
年
）
六
一
頁
等
で
は
、「
水
村
遜
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）
一
月
の
段
階
で
司
法
省
の

官
吏
（
十
四
等
出
仕
）
と
な
っ
て
お
り
（
87
）、

司
法
省
権
少
解
部
（
下
級
裁
判
官
）（
明
治
七
年
（
一
八
七
四
年
）
一
〇
月
段
階
）
（
88
）、

司
法
省
十
三
等
出
仕

（
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
四
月
段
階
）
（
89
）、

を
経
て
、
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
一
〇
月
か
ら
司
法
省
十
四
等
出
仕
と
し
て
広
島
裁
判
所
に
配

属
さ
れ
た
（
90
）。

本
稿
で
対
象
と
し
た
広
島
裁
判
所
明
治
一
一
年
一
月
判
決
当
時
は
広
島
裁
判
所
判
事
補
と
な
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
明
治
一
四
年
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（
一
八
八
一
年
）
七
月
ま
で
は
そ
の
任
に
あ
り
（
91
）、

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
年
）
五
月
段
階
で
甲
府
始
審
裁
判
所
判
事
補
に
転
じ
て
い
る
（
92
）。

そ
の
後
、

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
年
）
七
月
段
階
で
は
判
事
補
の
ま
ま
で
甲
府
治
安
裁
判
所
所
長
と
な
っ
て
お
り
（
93
）、

少
な
く
と
も
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六

年
）
七
月
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
（
94
）。

そ
の
後
、
や
は
り
山
梨
に
あ
る
谷
村
治
安
裁
判
所
判
事
と
な
り
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
年
）
段
階
で
甲
府

始
審
裁
判
所
判
事
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
段
階
で
甲
府
地
方
裁
判
所
判
事
と
な
っ
て
い
る
（
95
）。

そ
の
後
、
甲
府
区
裁
判
所
判
事
と
な
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
年
）
一
月
一
〇
日
付
け
で
甲
府
区
裁
判
所
判
事
の
退
職
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
96
）。

第
三
節
　
南
條
持
一

南
條
持
一
の
生
没
年
も
不
明
で
あ
る
が
、
進
と
同
じ
く
山
口
県
出
身
の
士
族
の
よ
う
で
あ
る
（
97
）。

南
條
持
一
は
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
一
〇

月
段
階
で
司
法
省
一
七
等
出
仕
と
し
て
広
島
裁
判
所
に
配
属
さ
れ
て
い
る
（
98
）。

そ
の
後
、
彼
は
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
年
）
二
月
段
階
で
は
広
島
裁

判
所
判
事
補
に
昇
進
し
て
い
る
（
99
）。

さ
ら
に
、
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
年
）
三
月
段
階
で
は
広
島
始
審
裁
判
所
判
事
補
と
な
り
（
100
）、

明
治
一
六
年
（
一

八
八
三
年
）
一
二
月
段
階
で
は
、
進
十
六
所
長
の
下
で
福
岡
始
審
裁
判
所
判
事
補
を
務
め
て
お
り
（
101
）、

少
な
く
と
も
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
年
）
七

月
ま
で
こ
の
任
に
あ
っ
た
（
102
）。

そ
の
後
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
年
）
七
月
段
階
で
は
福
岡
始
審
裁
判
所
小
倉
支
庁
判
事
補
に
転
じ
て
い
る
（
103
）。

そ
の

後
、
宮
崎
地
方
裁
判
所
判
事
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
年
）
七
月
二
六
日
付
け
で
宮
崎
地
方
裁
判
所
判
事
の
退
職
を
命

じ
ら
れ
て
い
る
（
104
）。

三
七
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三
八

第
四
節
　
鳥
居
断
三
と
山
本
昌
行

さ
て
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
判
決
原
本
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
氏
名
の
前
に
鳥
居
と
山
本
の
印
が
押
捺
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ

れ
、
当
時
広
島
裁
判
所
の
判
事
で
あ
っ
た
、
鳥
居
断
三
（
広
島
裁
判
所
所
長
）
と
山
本
昌
行
の
印
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
印
は
何
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
伊
藤
孝
夫
教
授
は
、
こ
れ
を
当
時
の
裁
判
が
、
直
接
当
該
裁
判
を
担
当
し
た
裁
判
官
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
所
長
を
含
む
他
の

裁
判
官
と
の
稟
議
の
形
式
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
（
105
）。

そ
の
推
測
が
当
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
鳥
居
断
三
と

山
本
昌
行
も
こ
の
裁
判
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
両
裁
判
官
の
経
歴
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
こ
う
。

鳥
居
断
三
は
、
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
岐
阜
県
出
身
の
士
族
の
よ
う
で
あ
る
（
106
）。

鳥
居
断
三
は
、
後
に
新
潟
県
に
合
併
さ
れ
た
柏
崎
県
の
参
事

を
、
少
な
く
と
も
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
一
〇
月
二
七
日
か
ら
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）
一
〇
月
一
七
日
ま
で
務
め
て
い
る
（
107
）。

そ
の
後
、
少

な
く
と
も
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
一
〇
月
一
六
日
か
ら
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
一
月
二
六
日
ま
で
、
大
審
院
判
事
を
務
め
て
い
る
（
108
）。

こ

の
大
審
院
判
事
時
代
に
、
鳥
居
断
三
は
あ
る
条
理
裁
判
に
関
与
し
て
い
る
（
109
）。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
繰
綿
の
売
買
契
約
に
関
す
る
事
例
で
、
目
的
物

（
繰
綿
）
の
仕
入
れ
先
の
営
業
の
差
止
に
よ
っ
て
、
売
主
が
仕
入
れ
先
か
ら
目
的
物
を
購
入
し
て
買
主
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

に
、
売
主
に
は
償
金
を
支
払
う
義
務
は
な
い
（
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
）
と
判
示
し
た
も
の
で
、「
條
理
ヲ
推
究
シ
辨
明
」
し
た
結
果
、
こ
の

よ
う
な
判
断
と
な
っ
た
（
110
）。

判
決
文
中
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
不
可
抗
力
ま
た
は
偶
発
事
故
﹇force

m
ajeu

re
ou

cas
fortu

it

﹈
を
債
務
不

履
行
の
免
責
事
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
一
四
七
条
、
一
一
四
八
条
か
ら
示
唆
を
受
け
た
判
決
と
も
考
え
ら
れ
る
（
111
）。

そ
の
後
、
鳥
居
断
三
は
、
明

治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
四
月
九
日
か
ら
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
年
）
一
月
二
八
日
ま
で
広
島
裁
判
所
所
長
を
務
め
た
（
112
）。

そ
の
後
、
熊
本
裁
判

所
管
内
山
鹿
区
裁
判
所
判
事
を
務
め
た
（
113
）

後
、
少
な
く
と
も
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
年
）
六
月
か
ら
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
年
）
五
月
ま
で
は
再
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び
大
審
院
判
事
を
務
め
（
114
）、

さ
ら
に
、
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
年
）
一
二
月
一
一
日
か
ら
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
年
）
七
月
一
〇
日
ま
で
東
京
始

審
裁
判
所
所
長
を
務
め
た
（
115
）

。
な
お
、
こ
の
東
京
始
審
裁
判
所
所
長
の
在
任
期
間
と
一
部
重
複
す
る
が
、
少
な
く
と
も
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
年
）

一
二
月
か
ら
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
年
）
一
〇
月
ま
で
、
鳥
居
断
三
は
東
京
控
訴
裁
判
所
判
事
（
東
京
控
訴
院
評
定
官
）
を
務
め
て
い
る
（
116
）。

こ
こ

で
、
鳥
居
は
進
と
再
び
同
じ
裁
判
所
の
同
僚
裁
判
官
と
な
っ
て
い
る
。

山
本
昌
行
も
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
鳥
居
と
同
じ
く
岐
阜
県
出
身
の
よ
う
で
あ
る
（
117
）。

山
本
昌
行
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
年
）
一
一
月
段
階

で
司
法
省
権
中
解
部
に
所
属
し
て
お
り
（
118
）、

そ
の
後
、
司
法
省
中
解
部
（
119
）

、
大
解
部
（
120
）

、
一
級
判
事
補
（
121
）

を
経
て
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
一
〇
月
段
階

で
は
、
現
在
の
徳
島
県
に
あ
た
る
名
東
県
の
七
等
出
仕
兼
七
等
判
事
と
な
っ
て
お
り
（
122
）、

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
一
〇
月
に
広
島
裁
判
所
判
事

と
な
り
（
123
）、

少
な
く
と
も
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
年
）
二
月
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
（
124
）

。
そ
の
後
、
横
浜
裁
判
所
判
事
（
125
）、

東
京
裁
判
所
判
事
（
126
）、

東
京

上
等
裁
判
所
判
事
（
127
）、

東
京
控
訴
裁
判
所
判
事
（
128
）

を
歴
任
し
、
少
な
く
と
も
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
年
）
二
月
か
ら
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
年
）
一

月
ま
で
大
審
院
判
事
を
務
め
て
い
る
（
129
）。

こ
こ
で
、
山
本
は
鳥
居
と
再
び
同
じ
裁
判
所
の
同
僚
裁
判
官
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
山
本
昌
行
は
、
明

治
二
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
八
月
か
ら
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
年
）
一
二
月
ま
で
大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
正
（
130
）、

明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
年
）
一

二
月
か
ら
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
年
）
四
月
ま
で
大
阪
地
方
裁
判
所
所
長
（
131
）、

明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
年
）
五
月
一
〇
日
か
ら
明
治
三
一
年
（
一

八
九
八
年
）
六
月
二
八
日
ま
で
函
館
控
訴
院
検
事
長
（
132
）

を
歴
任
し
て
い
る
。
な
お
、
山
本
昌
行
は
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
年
）
六
月
二
八
日
付
け

で
退
職
を
命
じ
ら
れ
た
（
133
）。

三
九
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四
〇

第
五
節
　
小
括

本
稿
で
対
象
と
し
た
広
島
裁
判
所
明
治
一
一
年
判
決
の
合
議
体
を
成
し
た
三
名
の
裁
判
官
、
及
び
判
決
原
本
に
捺
印
し
て
い
る
二
名
の
裁
判
官
は
、

広
島
と
い
う
地
方
の
裁
判
官
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
法
学
教
育
を
受
け
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
134
）。

た
だ
し
、
上
記
五
名
の
経

歴
は
多
様
で
あ
り
、
県
聴
訟
課
吏
員
の
出
身
の
者
も
い
れ
ば
、
司
法
省
の
官
吏
を
務
め
て
い
た
者
も
い
る
。
特
に
、
鳥
居
断
三
が
、
広
島
裁
判
所
所

長
と
な
る
前
に
大
審
院
判
事
を
務
め
、
本
判
決
の
わ
ず
か
一
年
余
り
前
に
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
拠
し
た
と
推
測
さ
れ
る
条
理
裁
判
に
関
与
し
て
い
た
と

い
う
事
情
に
は
注
目
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鳥
居
の
捺
印
が
、
実
質
的
に
稟
議
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
判
決
は
、

単
に
地
方
の
裁
判
官
が
闇
雲
に
外
国
法
を
援
用
し
た
裁
判
に
す
ぎ
な
い
と
は
断
定
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
既
に
条
理
裁
判
の
経
験
も
あ
り
、
外
国
法
に

も
一
定
の
造
詣
の
あ
る
裁
判
官
が
関
与
し
た
条
理
裁
判
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
五
章
　
お
わ
り
に

本
稿
で
取
り
上
げ
た
判
決
の
主
任
裁
判
官
・
進
十
六
は
、
地
方
行
政
官
（
聴
訟
課
吏
員
）
出
身
で
、
早
く
か
ら
実
際
の
裁
判
を
担
当
し
て
き
た
実

務
た
た
き
上
げ
の
裁
判
官
で
あ
り
、
司
法
省
法
学
校
で
フ
ラ
ン
ス
法
を
中
心
と
し
た
体
系
的
な
法
学
教
育
を
受
け
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
等
に
よ
り
進
が
担
当
し
た
事
件
と
し
て
記
録
に
残
っ
て
い
る
も
の
を
見
る
限
り
、
本
件
の
よ
う
な
通
行
権
訴
訟
は
他
に
は
な
く
、
し
か
も
、

前
述
の
よ
う
に
、
訴
状
受
取
録
と
判
決
原
本
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
本
件
訴
訟
の
受
理
か
ら
判
決
ま
で
は
二
か
月
足
ら
ず
で
あ
る
。
当
時
の

審
理
期
間
が
こ
の
よ
う
に
短
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
担
当
裁
判
官
が
箕
作
麟
祥
訳
の
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
や
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
『
性
法



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
四
年
　
十
月
）

講
義
』
を
参
照
し
て
判
決
を
下
し
た
こ
と
は
一
応
合
理
的
な
選
択
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
判
決
を
読
む
限
り
で
は
、
担
当
裁
判
官
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
や
学
説
に
ま
で
目
を
通
し
て
判
決
を
下
し
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
、
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
を
十
分
に
理
解
し
て
判
決
を
下
し
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
結
論
に
お
い
て
は
妥

当
な
判
決
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
妥
当
な
結
論
に
至
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
判
決
の
前
年
に
司
法
省
が
刊
行
し
た
『
民
事
慣
例
類

集
』
の
中
に
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
慣
習
法
が
複
数
採
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
寄
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
但
し
、
担
当
裁
判
官
は

『
民
事
慣
例
類
集
』
を
引
用
し
て
い
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
慣
習
法
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
本
件
で
紛
争
の
対

象
と
な
っ
た
土
地
の
所
在
す
る
地
方
の
慣
習
法
で
な
い
場
合
に
は
、
明
治
八
年
の
太
政
官
布
告
一
〇
三
号
裁
判
事
務
心
得
三
条
に
い
う
「
習
慣
」
に

よ
っ
て
裁
判
す
べ
き
場
合
に
該
当
せ
ず
、
し
か
も
、
複
数
の
類
似
す
る
慣
習
法
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
細
部
に
お
い
て
相
互
に
差
異
や
対
立
点
が
存

す
る
場
合
に
は
、
複
数
の
慣
習
法
の
い
ず
れ
か
を
「
条
理
」
と
し
て
明
示
的
に
採
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
担
当
裁
判
官
は
、
本
判
決
第
四
條
、
第
五
條
に
お
い
て
、
本
件
に
あ
て
は
め
る
べ
き
条
理
の
具
体
的
内
容
を
直
接
フ
ラ
ン
ス
法
に
求
め
て
お

り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
拠
す
る
こ
と
の
根
拠
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
条
理
の
具
体
的
内
容
を
検
討
す
る
際
に
、『
民

事
慣
例
類
集
』
に
採
録
さ
れ
た
日
本
の
複
数
の
地
方
慣
習
法
を
全
く
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま

で
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
本
判
決
は
、
説
得
力
を
も
た
せ
る
た
め
に
条
理
の
具
体
的
内
容
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
法
を
援
用
し
つ
つ
、
実
質
的
に
は
日
本

固
有
の
地
方
の
慣
習
法
を
参
照
し
て
条
理
を
推
考
し
た
裁
判
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
前
章
で
広
島
裁
判
所
所
長

の
鳥
居
断
三
の
本
判
決
へ
の
関
与
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
本
判
決
の
わ
ず
か
一
年
余
り
前
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
拠
し
た
と
推
測
さ
れ

る
別
の
条
理
裁
判
に
鳥
居
が
大
審
院
判
事
と
し
て
関
与
し
て
い
た
事
実
も
、
本
判
決
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
の
あ
る
重
要
な
事
実
と
し
て
無
視
で

四
一



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

四
二

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
鳥
居
断
三
の
本
判
決
へ
の
関
与
の
程
度
や
関
与
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
以
上
の
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
諸
点
に
つ
い
て
、
他
日
、
新
た
な
史
料
等
に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
明
治
前
期
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
参
照
し
て
な
さ
れ
た
条
理
裁
判
の
一
事
例
に
関
す
る
研
究
に
す
ぎ
ず
、
条
理
裁
判
の
実

態
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
研
究
を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

注

（
1
）

内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
　
明
治
八
年
ノ
1
』（
原
書
房
、
復
刻
版
、
一
九
七
五
年
）
一
二
七
頁
。

（
2
）

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
も
の
に
限
定
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る
。
於
保
不
二
雄
『
民
法
総
則
講
義
』（
有
信
堂
、
一
九
五
一
年
）
九
頁
。
川
島
武

宜
『
民
法
総
則
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
二
五
〜
二
六
頁
。
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
二
年
）
一
一
〜
一
三
頁
。
大
久
保
泰
甫
『
日
本
近
代

法
の
父
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
七
〇
頁
。
幾
代
通
『
民
法
総
則
〔
第
二
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
八
四
年
）
一
〇
頁
。
広
中
俊
雄
『
民
法
綱

要
第
一
巻
総
論
上
』（
創
文
社
、
一
九
八
九
年
）
五
三
〜
五
四
頁
。
石
田
穣
『
民
法
総
則
』（
悠
々
社
、
一
九
九
二
年
）
三
〇
頁
。
田
中
成
明
『
法
理
学
講
義
』（
有
斐

閣
、
一
九
九
四
年
）
六
四
〜
六
五
頁
。
星
野
英
一
『
法
学
入
門
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
五
年
）
一
六
八
〜
一
七
〇
頁
。
団
藤
重
光
『
法
学
の
基
礎
』

（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
一
六
七
〜
一
六
八
頁
。
辻
正
美
『
民
法
総
則
』（
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
一
七
頁
。
川
井
健
『
民
法
概
論
1
民
法
総
則
〔
第
2
版
〕』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
六
〜
七
頁
。
四
宮
和
夫
・
能
見
善
久
『
民
法
総
則
　
第
六
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
一
九
二
〜
一
九
三
頁
。
加
藤
雅
信
『
新
民
法

大
系
Ⅰ
民
法
総
則
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
二
四
頁
。

（
3
）

舟
橋
諄
一
『
民
法
総
則
』（
弘
文
堂
、
一
九
五
四
年
）
一
九
〜
二
〇
頁
。
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
（
民
法
講
義
Ⅰ
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
二
〇
〜
二
二
頁
。

星
野
英
一
『
民
法
概
論
Ⅰ
（
序
論
・
総
則
）』（
良
書
普
及
会
、
一
九
七
一
年
）
三
七
頁
（
旧
説
）。
五
十
嵐
清
『
法
学
入
門
』（
一
粒
社
、
一
九
七
九
年
）
八
八
〜
九

〇
頁
。
同
『
私
法
入
門
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
三
七
〜
三
八
頁
。

（
4
）

野
田
良
之
「
明
治
八
年
太
政
官
布
告
第
百
三
号
第
三
条
の
『
条
理
』
に
つ
い
て
の
雑
感
」
法
学
協
会
編
『
法
学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
第
一
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九

八
三
年
）
二
四
三
〜
二
八
〇
頁
。
大
河
純
夫
「
明
治
八
年
太
政
官
布
告
第
一
〇
三
号
『
裁
判
事
務
心
得
』
の
成
立
と
井
上
毅
（
一
）」
立
命
館
法
学
二
〇
五
・
二
〇
六



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
四
年
　
十
月
）

号
五
〇
六
〜
五
二
六
頁
、
同
「
同
（
二
）」
立
命
館
法
学
二
二
七
号
一
〜
一
七
頁
、
同
「
同
（
三
）」
立
命
館
法
学
二
三
四
号
一
七
四
〜
二
〇
七
頁
。

（
5
）

野
田
・
前
掲
注
（
4
）
二
四
九
、
二
七
一
頁
。

（
6
）

大
久
保
・
前
掲
注
（
2
）
七
二
頁
。
川
口
由
彦
『
日
本
近
代
法
制
史
』（
新
世
社
、
一
九
九
八
年
）
一
二
七
頁
。

（
7
）

明
治
九
年
司
法
省
達
三
一
号
（
明
治
九
年
三
月
五
日
付
）（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
　
明
治
九
年
ノ
2
』（
原
書
房
、
復
刻
版
、
一
九
七
五
年
）
一
三
八
〇
〜
一

三
八
三
頁
）
に
よ
る
。

（
8
）

明
治
十
年
司
法
省
達
丁
七
五
号
（
明
治
十
年
十
月
十
二
日
付
）（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
　
明
治
十
年
』（
原
書
房
、
復
刻
版
、
一
九
七
五
年
）
九
三
六
〜
九
三

八
頁
）
に
よ
る
。

（
9
）

大
久
保
・
前
掲
注
（
2
）
七
二
〜
七
三
頁
。

（
10
）

大
久
保
・
前
掲
注
（
2
）
七
二
頁
。

（
11
）

大
久
保
・
前
掲
注
（
2
）
七
三
頁
。

（
12
）

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
裁
判
所
百
年
史
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
〇
年
）
二
二
頁
。
個
々
の
地
方
裁
判
所
の
呼
称
と
し
て
、
例
え
ば
広
島
の
そ
れ
は
「
広
島

裁
判
所
」
で
あ
り
、「
広
島
地
方
裁
判
所
」
と
は
呼
ば
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
加
藤
高
「
明
治
初
年
代
、
府
県
裁
判
所
異
聞
（
一
）
―
広
島
県
裁
判
所
を
中
心
と

し
て
―
」
修
道
法
学
二
二
巻
一
・
二
号
五
九
頁
注
（
15
）、
菊
山
正
明
『
明
治
国
家
の
形
成
と
司
法
制
度
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
三
年
）
二
六
八
〜
二
六
九
頁

に
よ
る
）。

（
13
）

明
治
九
年
太
政
官
布
告
一
一
四
号
（
明
治
九
年
九
月
一
三
日
付
）（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
　
明
治
九
年
』（
原
書
房
、
復
刻
版
、
一
九
七
五
年
）
一
五
五
〜
一

五
六
頁
）
に
よ
る
。

（
14
）

明
治
九
年
太
政
官
布
告
一
三
八
号
（
明
治
九
年
一
一
月
八
日
付
）（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
　
明
治
九
年
』（
原
書
房
、
復
刻
版
、
一
九
七
五
年
）
一
七
三
頁
）

に
よ
る
。

（
15
）

林
屋
礼
二
・
石
井
紫
郎
・
青
山
善
充
編
『
図
説
　
判
決
原
本
の
遺
産
』（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
）
三
五
頁
〔
植
田
信
広
執
筆
〕。

（
16
）

広
島
裁
判
所
の
明
治
一
一
年
の
「
第
一
審
民
事
裁
判
言
渡
書
綴
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
他
の
判
決
書
で
、
鳥
居
断
三
や
山
本
昌
行
が
担
当
裁
判
官
と
し
て
関
与
し
、

署
名
捺
印
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
印
影
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
そ
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
。

（
17
）

明
治
初
期
、
町
村
制
施
行
以
前
に
、
町
村
に
置
い
て
戸
籍
事
務
や
町
村
の
行
政
事
務
、
公
証
事
務
を
司
ら
せ
た
吏
員
。
明
治
六
年
一
月
に
「
地
所
質
入
書
入
規
則
」

（
明
治
六
年
一
月
一
七
日
太
政
官
布
告
一
八
号
）
が
公
布
さ
れ
た
（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
　
明
治
六
年
ノ
1
』（
原
書
房
、
復
刻
版
、
一
九
七
四
年
）
一
三
頁
）。

四
三



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

四
四

こ
れ
に
よ
り
、
占
有
担
保
の
「
質
入
」、
無
占
有
担
保
の
「
書
入
」
と
も
証
文
に
戸
長
の
奥
書
割
印
が
な
け
れ
ば
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
（
地
所
質
入

書
入
規
則
九
条
）。
ま
た
、
明
治
八
年
九
月
に
は
「
建
物
書
入
質
規
則
」（
明
治
八
年
九
月
三
〇
日
太
政
官
布
告
一
四
八
号
）
が
制
定
さ
れ
（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令

全
書
　
明
治
八
年
ノ
1
』（
原
書
房
、
復
刻
版
、
一
九
七
五
年
）
一
九
〇
頁
）、
借
金
（
穀
）
ま
た
は
預
り
金
（
穀
）
返
済
の
証
拠
と
し
て
建
物
を
引
当
に
す
る
場
合

に
は
、
建
物
の
図
面
及
び
証
文
に
戸
長
の
奥
書
割
印
と
い
う
方
法
に
よ
る
公
証
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
（
建
物
書
入
質
規
則
三
条
）。
判
決
原
本
に
は
、
こ
の

戸
長
へ
の
「
通
知
」
の
時
期
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
建
物
書
入
質
規
則
の
制
定
と
の
先
後
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
で
は
、
建
物
の
建
築
が
ま
だ

な
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
の
「
通
知
」
な
の
で
、
仮
に
、
そ
の
時
期
が
建
物
書
入
質
規
則
の
制
定
後
だ
と
し
て
も
、
戸
長
の
奥
書
割
印
と
い
う
公
証
を
申
請
す
る
趣

旨
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
公
証
申
請
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
予
め
伝
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
明
治
初
期
の
不
動
産
取
引
に
お
け
る
戸

長
に
よ
る
公
証
制
度
に
関
し
て
、
福
島
正
夫
「
日
本
に
お
け
る
不
動
産
登
記
制
度
の
歴
史
」
法
律
時
報
二
四
巻
三
号
四
〜
一
三
頁
、
同
「
財
産
法
（
法
体
制
準
備
期
）」

鵜
飼
信
成
・
福
島
正
夫
・
川
島
武
宜
・
辻
清
明
編
『
講
座
日
本
近
代
法
発
達
史
1
』（
勁
草
書
房
、
一
九
五
八
年
）
一
〜
一
〇
一
頁
（
特
に
三
九
〜
五
二
頁
）、
鈴
木

豊
「
明
治
初
期
の
公
証
制
度
と
土
地
担
保
法
」
名
城
法
学
一
九
巻
三
・
四
合
併
号
一
二
七
〜
一
六
四
頁
、
藤
原
明
久
「
明
治
前
期
に
お
け
る
書
入
の
戸
長
公
証
と
フ

ラ
ン
ス
抵
当
権
の
登
記
」
神
戸
法
学
雑
誌
五
三
巻
三
号
三
七
〜
一
一
二
頁
参
照
。

（
18
）

時
効
を
意
味
す
る
（
草
野
元
己
『
取
得
時
効
の
研
究
』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
四
七
頁
参
照
）。

（
19
）

手
塚
豊
・
利
光
三
津
夫
編
著
『
民
事
慣
例
類
集
』（
慶
応
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
六
九
年
）
二
一
二
〜
二
一
四
頁
（
同
書
一
〇
五
〜
二
六
六
頁
に
は
、
明
治
十

年
五
月
刊
行
に
か
か
る
司
法
省
蔵
版
『
民
事
慣
例
類
集
』
が
復
刻
さ
れ
、
収
録
さ
れ
て
い
る
）。

（
20
）

筆
者
が
参
照
し
え
た
も
の
は
、
翻
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
飜
譯
局
譯
述
『
佛
蘭
西
法
律
書
』（
上
下
二
巻
）（
印
書
局
印
行
、
小
笠
原
書
房
發
兌
、
明
治
十
五
年

飜
刻
、
明
治
十
六
年
再
版
）
と
箕
作
麟
祥
譯
『
佛
蘭
西
法
律
書
』（
自
由
閣
飜
刻
、
明
治
二
十
年
）
で
あ
る
。
内
容
を
見
る
と
、
後
者
は
前
者
を
合
本
し
た
も
の
で
、

い
ず
れ
の
書
物
に
も
冒
頭
に
、「
佛
蘭
西
法
律
書
　
例
言
」
が
記
さ
れ
、
こ
の
「
例
言
」
の
末
尾
に
、「
明
治
六
年
癸
酉
六
月
　
箕
作
麟
祥
　
誌
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
翻
刻
の
元
と
な
っ
た
書
物
は
明
治
六
年
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
西
村
捨
也
編
著
『
明
治
時
代
法
律
書
解
題
』（
酒
井
書
店
、
一
九
六
八
年
）

二
四
頁
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
飜
譯
局
譯
述
の
上
下
二
巻
本
は
明
治
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
稿
の
検
討
対
象
と
す
る
判
決
が
下

さ
れ
た
明
治
十
一
年
よ
り
以
前
に
、
箕
作
訳
『
佛
蘭
西
法
律
書
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

（
21
）

大
久
保
・
前
掲
注
（
2
）
七
二
頁
。

（
22
）

大
久
保
・
前
掲
注
（
2
）
七
二
〜
七
三
頁
。

（
23
）

内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
　
明
治
六
年
ノ
1
』（
原
書
房
、
復
刻
版
、
一
九
七
四
年
）
四
〇
三
頁
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
四
年
　
十
月
）

（
24
）

C
O

R
N

U

（G
.

）, D
r
o
it

c
iv

il,
In

tr
o
d

u
c
tio

n
,

L
e
s

p
e
r
s
o
n

n
e
s
,

L
e
s

b
ie

n
s
,8e

éd
.,P

aris,1997,n
o1423,p

.476.
（
25
）

C
O

R
N

U

（G
.

）（sou
s

la
d

irection
d

e

）, V
o
c
a

b
u

la
ir

e
ju

r
id

iq
u

e
,

P
aris,

1987,
p

p
.738-739.

さ
ら
に
、
山
口
俊
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
法
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
二
年
）
五
五
一
〜
五
五
二
頁
参
照
。

（
26
）

こ
の
改
正
法
に
つ
い
て
は
、
岡
本
詔
治
「
囲
繞
地
通
行
権
制
度
の
史
的
展
開
（
中
）」
島
大
法
学
三
五
巻
二
号
六
六
〜
六
八
頁
参
照
。

（
27
）

以
下
の
判
例
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
岡
本
・
前
掲
注
（
26
）
六
一
〜
六
六
頁
参
照
。

（
28
）

C
ou

r
d

e
R

iom
,10

ju
ill.,1850,

D
.1851,2,244.

（
29
）

C
ou

r
d

e
D

ou
ai,23

n
ov.,1850,

D
.1851,2,244.

（
30
）

R
eq.,14

n
ov.,1859,

D
.1860,1,176.

（
31
）

C
iv.,24

avr.,1867,
D

.1867,1,227.

（
32
）

す
な
わ
ち
、「
転
得
者
は
、
元
の
売
主
に
、
転
得
者
自
身
へ
売
っ
た
売
主
〔
＝
元
の
売
主
か
ら
買
っ
た
買
主
〕
が
放
棄
し
た
、
あ
る
い
は
主
張
す
る
こ
と
を
差
し
控
え

た
通
行
権
を
自
己
に
供
与
す
る
よ
う
強
制
し
う
る
か
。
こ
の
問
題
は
、
そ
の
部
分
的
な
譲
渡
が
袋
地
状
態
を
作
り
出
し
た
と
こ
ろ
の
売
主
に
と
っ
て
、
こ
の
通
行
権

を
得
さ
せ
る
義
務
は
、
買
主
に
売
ら
れ
た
物
を
引
き
渡
す
売
主
の
義
務
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
否
定
的
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
引
渡
に
付
随

し
て
、
買
主
は
、
売
主
が
留
保
し
た
公
道
に
接
す
る
所
有
地
の
一
部
の
上
へ
の
通
行
地
役
権
を
約
定
し
、
売
主
は
そ
れ
に
同
意
し
た
と
見
な
さ
れ
る
。」「
こ
の
引
渡

義
務
と
そ
れ
に
伴
う
黙
示
の
合
意
の
推
定
は
、
そ
の
一
部
の
譲
渡
が
袋
地
を
生
ぜ
し
め
た
と
こ
ろ
の
売
主
と
そ
の
直
接
の
買
主
の
間
に
の
み
存
在
し
う
る
。」「
こ
の

通
行
地
役
権
の
負
担
を
受
け
る
べ
き
元
の
売
主
の
約
束
は
、
全
く
一
身
専
属
的
な
約
束
で
あ
り
、
彼
に
対
し
て
通
行
地
役
権
が
そ
の
付
随
物
を
成
し
て
い
る
引
渡
が

義
務
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
第
一
の
買
主
の
た
め
に
の
み
存
在
し
え
た
。」「
買
主
は
、
彼
に
対
し
て
引
渡
義
務
及
び
担
保
責
任
が
存
続
す
る
限
り
で
の
み
、
通
行
権

を
要
求
す
る
権
能
を
有
す
る
。
そ
の
よ
う
な
権
能
は
、
第
一
の
部
分
的
譲
渡
の
効
果
に
よ
っ
て
袋
地
と
な
っ
た
物
（
土
地
）
の
相
次
ぐ
買
主
に
際
限
な
く
譲
渡
さ
れ

え
な
い
。」「
こ
の
権
能
は
、
引
渡
を
な
す
べ
き
者
、
あ
る
い
は
そ
の
包
括
承
継
人
に
対
し
て
の
み
行
使
さ
れ
え
た
。
特
定
承
継
人
に
関
し
て
は
、
民
法
六
八
二
条
の

支
配
の
下
に
再
び
戻
り
、
償
金
に
関
し
て
は
こ
の
条
文
〔
民
法
六
八
二
条
〕
に
よ
り
、
こ
の
通
行
地
役
権
に
服
す
る
理
由
の
あ
る
隣
接
地
の
償
金
の
決
定
に
つ
い
て

は
、
六
八
九
条
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
諸
要
件
の
下
で
の
み
通
行
地
役
権
を
有
し
、
あ
る
い
は
、
通
行
地
役
権
に
服
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
土
地
を
部

分
的
に
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
袋
地
を
生
ぜ
し
め
た
元
の
売
主
の
土
地
区
画
が
最
短
の
行
程
を
示
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
土
地
区
画
は
通
行
権
の
負
担
を
負
う
義

務
を
負
わ
さ
れ
ず
、
通
行
権
が
取
得
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
こ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
他
の
隣
接
地
の
上
に
お
い
て
で
あ
る
。」（D

.1867,1,227-228,n
ote

1
et

2.

）

（
33
）

野
田
良
之
「
註
釈
学
派
と
自
由
法
」
尾
高
朝
雄
編
『
法
哲
学
講
座
第
三
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
）
二
三
〇
頁
参
照
。

四
五



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

四
六

（
34
）

大
久
保
・
前
掲
注
（
2
）
六
七
〜
六
八
頁
。
野
田
良
之
「
日
本
に
お
け
る
外
国
法
の
摂
取
　
二
　
フ
ラ
ン
ス
法
」
伊
藤
正
己
編
『
岩
波
講
座
　
現
代
法
一
四
　
外
国

法
と
日
本
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
二
〇
三
頁
。
池
田
真
朗
「
自
然
法
学
者
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
」
法
時
七
〇
巻
九
号
一
一
頁
。

（
35
）

西
村
・
前
掲
注
（
20
）
二
二
〜
二
四
頁
、
三
四
〜
四
六
頁
、
一
一
五
〜
一
二
八
頁
、
二
五
九
〜
二
六
二
頁
参
照
。

（
36
）

「
美
禰
介
」
と
記
す
書
物
も
あ
る
（
吉
田
祥
朔
『
増
補
近
世
防
長
人
名
辞
典
』（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
七
六
年
）
一
三
一
頁
、
山
口
県
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典
編
纂
委

員
会
編
『
角
川
日
本
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典
35

山
口
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
一
年
）
二
六
八
頁
、
宮
崎
十
三
八
・
安
岡
昭
男
編
『
幕
末
維
新
人
名
事
典
』（
新

人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）
五
一
〇
頁
（
冨
成
　
博
執
筆
）、
上
田
正
昭
・
西
澤
潤
一
・
平
山
郁
夫
・
三
浦
朱
門
監
修
『
日
本
人
名
大
辞
典
』（
講
談
社
、
二
〇
〇

一
年
）
九
八
七
頁
）。
し
か
し
、
進
十
六
の
山
口
県
官
吏
時
代
の
上
司
で
あ
っ
た
中
野
梧
一
の
日
記
で
あ
る
田
村
貞
雄
校
注
『
初
代
山
口
県
令
中
野
梧
一
日
記
』（
マ

ツ
ノ
書
店
、
一
九
九
五
年
）
六
〇
頁
や
末
松
謙
澄
『
修
訂
防
長
回
天
史
』（
柏
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
底
本
は
一
九
二
一
年
発
行
）
第
四
編
上
二
〇
一
頁
、
第
六
編
中

六
一
七
頁
、
下
二
八
六
頁
、
下
三
四
六
頁
に
は
進
美
禰
人
と
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
に
従
う
。

（
37
）

吉
田
・
前
掲
注
（
36
）
一
三
一
頁
。

（
38
）

文
部
省
編
『
日
本
教
育
史
資
料
巻
六
』（
復
刻
版
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
六
五
六
〜
六
五
九
頁
。
た
だ
し
、
笠
井
助
治
『
近
世
藩
校
に
於
け
る
学
統
学
派
の
研

究
　
下
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）
一
二
七
三
頁
は
、
創
立
年
を
享
保
四
年
と
す
る
。

（
39
）

天
保
年
間
（
一
八
三
〇
〜
一
八
四
四
年
）
に
お
い
て
は
、
漢
学
・
国
学
・
音
楽
・
漢
蘭
医
学
・
天
文
・
地
理
・
算
術
・
筆
道
・
礼
式
等
の
科
目
が
お
か
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
（
笠
井
・
前
掲
注
（
38
）
一
二
七
七
頁
）。

（
40
）

文
部
省
編
・
前
掲
注
（
38
）
六
七
七
〜
六
七
八
頁
。
笠
井
・
前
掲
注
（
38
）
一
二
七
四
頁
。

（
41
）

田
中
惣
五
郎
『
木
戸
孝
允
』（
千
倉
書
房
、
一
九
四
一
年
）
五
九
〜
六
三
頁
。
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
第
四
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）

一
七
〇
頁
（
遠
山
茂
樹
執
筆
）。

（
42
）

文
部
省
編
・
前
掲
注
（
38
）
七
五
〇
頁
。

（
43
）

末
松
・
前
掲
注
（
36
）
第
六
編
中
六
一
七
頁
。

（
44
）

末
松
・
前
掲
注
（
36
）
第
六
編
下
二
八
六
頁
、
下
三
四
六
頁
。

（
45
）

山
口
県
編
『
山
口
県
史
　
史
料
編
　
近
代
1
』（
山
口
県
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
八
頁
（『
本
間
家
文
書
　
総
記
〇
六
二
―
二
五
―
（
七
）「
県
庁
御
役
人
付
立
　
林

勇
三
」』（
山
口
大
学
附
属
図
書
館
蔵
））。
加
藤
高
「
明
治
初
年
、
山
口
県
聴
訟
課
の
民
事
裁
判
に
関
す
る
一
考
察
」
広
島
法
学
二
七
巻
二
号
三
二
頁
。

（
46
）

加
藤
・
前
掲
注
（
45
）
三
〇
〜
三
五
頁
。
な
お
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）
か
ら
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
ま
で
に
進
が
掛
官
と
し
て
携
わ
っ
た
民
事
裁
判
に



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
四
年
　
十
月
）

つ
い
て
は
、
加
藤
・
前
掲
注
（
45
）
四
七
〜
五
一
頁
参
照
。

（
47
）

田
村
校
注
・
前
掲
注
（
36
）
一
四
八
頁
、
一
五
〇
〜
一
五
一
頁
（
な
お
、
校
注
者
・
田
村
貞
雄
は
、「
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
課
長
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
注
記
し
て

い
る
が
、
日
記
の
原
文
通
り
に
記
述
し
た
）。
さ
ら
に
、
加
藤
・
前
掲
注
（
45
）
三
六
〜
三
七
頁
参
照
。

（
48
）

田
村
校
注
・
前
掲
注
（
36
）
一
一
八
頁
。

（
49
）

田
村
校
注
・
前
掲
注
（
36
）
一
五
〇
頁
。

（
50
）

例
え
ば
、
一
八
七
四
年
一
月
一
〇
日
付
け
の
日
記
（
強
姦
事
件
に
つ
い
て
進
と
相
談
）（
田
村
校
注
・
前
掲
注
（
36
）
一
九
〇
頁
）、
同
年
一
月
二
四
日
付
け
の
日
記

（
一
八
七
〇
年
の
脱
隊
騒
動
の
首
謀
者
の
捜
索
に
つ
い
て
進
と
相
談
）（
田
村
校
注
・
前
掲
注
（
36
）
二
〇
四
〜
二
〇
五
頁
）、
同
年
一
月
三
一
日
付
け
の
日
記
（
地
価

取
調
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
進
と
相
談
）（
田
村
校
注
・
前
掲
注
（
36
）
二
一
〇
頁
）
等
参
照
。

（
51
）

一
八
七
四
年
二
月
七
日
付
け
の
日
記
（
佐
賀
の
乱
へ
の
対
応
を
進
ら
官
吏
と
協
議
）（
田
村
校
注
・
前
掲
注
（
36
）
二
一
七
〜
二
一
八
頁
）、
二
月
一
〇
日
、
一
四
日
、

一
六
日
付
け
の
日
記
（
進
の
広
島
鎮
台
へ
の
派
遣
に
関
す
る
記
述
）（
田
村
校
注
・
前
掲
注
（
36
）
二
二
一
〜
二
二
二
、
二
二
七
〜
二
二
九
、
二
三
二
〜
二
三
三
頁
）

等
参
照
。

（
52
）

一
八
三
四
年
生
、
一
八
七
六
年
没
。
萩
藩
士
。
吉
田
松
陰
の
松
下
村
塾
に
学
び
、
維
新
後
は
参
議
と
な
っ
た
が
新
政
府
と
意
見
が
合
わ
ず
、
一
八
七
〇
年
下
野
し
て

帰
郷
し
、
萩
の
不
平
士
族
の
中
心
と
な
っ
た
。
一
八
七
六
年
一
〇
月
、
萩
の
乱
を
起
こ
し
て
敗
れ
、
処
刑
さ
れ
た
（
田
村
校
注
・
前
掲
注
（
36
）
三
三
四
頁
）。

（
53
）

一
八
三
三
年
生
、
一
八
七
七
年
没
。
萩
藩
士
。
吉
田
松
陰
の
松
下
村
塾
に
学
び
、
維
新
の
時
期
に
活
躍
し
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
六
月
、
参
議
と
な
り
、
さ

ら
に
岩
倉
具
視
の
欧
米
巡
回
使
節
団
に
は
大
久
保
利
通
と
並
ん
で
全
権
副
使
と
し
て
加
わ
っ
た
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）
七
月
帰
国
後
は
、
文
部
卿
、
内
務
卿

を
兼
務
し
た
が
、
台
湾
出
兵
策
に
反
対
し
て
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
年
）
五
月
、
参
議
及
び
兼
官
を
辞
任
し
た
。
後
に
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
三
月
、
参
議

に
復
職
す
る
が
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
三
月
、
再
び
辞
任
し
て
内
閣
顧
問
と
な
っ
た
。
西
南
戦
争
中
に
病
没
し
た
（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注

（
41
）
一
七
〇
〜
一
七
一
頁
（
遠
山
茂
樹
執
筆
）。
秦
郁
彦
編
『
日
本
近
現
代
人
物
履
歴
事
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
一
八
六
頁
）。

（
54
）

日
本
史
籍
協
会
編
『
木
戸
孝
允
日
記
三
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
覆
刻
、
初
版
一
九
三
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
七
年
七
月
一
六
日
の
条
に
「
十
一
字
過

よ
り
中
野
、
伊
勢
、
吉
田
等
と
杉
助
の
別
室
に
至
る
。
前
原
、
正
木
、
進
、
勝
間
田
等
と
會
し
時
事
を
談
し
小
酌
せ
り
」（
注
―
句
読
点
は
筆
者
。
以
下
同
様
）（
日

本
史
籍
協
会
編
・
前
掲
『
木
戸
孝
允
日
記
三
』
五
七
頁
）
と
あ
り
、
同
年
八
月
一
日
の
条
に
は
「
雨
。
勝
間
田
、
進
、
都
野
來
話
。
一
字
頃
よ
り
木
梨
に
至
る
。
正

木
、
馬
木
、
井
上
、
進
等
來
會
。
十
字
歸
寓
」（
同
六
三
頁
）、
八
月
八
日
の
条
に
は
「
三
字
後
杉
山
荘
に
至
り
十
一
字
過
歸
寓
。
于
時
大
雨
暴
風
。
今
夕
來
會
す
る

も
の
、
野
村
、
木
梨
、
吉
田
、
正
木
、
藤
田
、
進
等
な
り
」（
同
六
四
〜
六
五
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
の
木
戸
孝
允
日
記
に
は
、
た
び
た
び
進
が
登

四
七



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

四
八

場
し
、
木
戸
と
会
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
55
）

日
本
史
籍
協
会
編
『
司
法
省
日
誌
十
九
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
二
八
一
頁
（
司
法
省
日
誌
明
治
九
年
第
三
十
九
号
）。
加
藤
高
「
明
治
前
期
、
司
法

官
任
用
制
の
一
断
面
―
明
治
十
年
、
広
島
裁
判
所
の
場
合
―
」
修
道
法
学
二
三
巻
二
号
二
四
五
頁
。

（
56
）

寺
岡
寿
一
編
『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
第
三
巻
』（
寺
岡
書
洞
、
一
九
七
七
年
）
二
二
八
頁
、
三
七
六
頁
。

（
57
）

加
藤
・
前
掲
注
（
45
）
三
二
頁
。

（
58
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ib
u

n
.ac.jp

）
の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
、「
進
十
六
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
し
た
結
果
に
よ

る
。
簿
冊
番
号
2
0
0
0
0
0
2
5
、
簿
冊
内
番
号
0
0
2
5
、
事
件
番
号
一
八
七
九
年
第
〇
〇
四
四
六
号
、
裁
判
年
月
日：

一
八
七
九
年
一
一
月
（
日
不
明
）、
判

決
裁
判
所：

大
阪
上
等
裁
判
所
。
な
お
、
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
現
在
デ
ー
タ
の
蓄
積
・
更
新
作
業
が
継
続
中
で
あ
り
、
本
稿
で
用
い
た
検
索
結
果
は
二
〇
〇
四
年

五
月
一
八
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
以
下
い
ち
い
ち
断
り
書
き
を
し
な
い
が
、
本
稿
で
参
照
し
た
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
民
事

判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
結
果
に
つ
い
て
は
全
て
同
様
で
あ
る
。

（
59
）

加
藤
・
前
掲
注
（
45
）
三
二
頁
。

（
60
）

寺
岡
寿
一
編
『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
第
四
巻
』（
寺
岡
書
洞
、
一
九
七
九
年
）
三
七
〇
頁
。

（
61
）

加
藤
・
前
掲
注
（
45
）
三
二
頁
に
よ
れ
ば
、
明
治
一
五
年
九
月
二
〇
日
に
判
事
に
転
じ
た
と
さ
れ
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ibu
n

.ac.jp

）

の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
、「
進
十
六
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
す
る
と
、
明
治
一
五
年
一
一
月
（
判
決
日
不
明
）
か
ら
明
治
一
六
年
一
月
一
一
日
ま

で
に
大
坂
控
訴
裁
判
所
判
事
と
し
て
進
が
関
与
し
た
判
決
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
62
）

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
・
前
掲
注
（
12
）
二
三
頁
。
司
法
省
編
『
司
法
沿
革
誌
』（
原
書
房
、
一
九
七
九
年
復
刻
、
原
本
一
九
三
九
年
）
五
七
〜
六
八
頁
。

（
63
）

h
ttp

://w
w

w
.n

ich
ibu

n
.ac.jp

（
64
）

福
岡
始
審
裁
判
所
長
の
在
任
期
間
は
、
明
治
一
六
年
一
月
一
八
日
〜
明
治
二
〇
年
一
一
月
二
五
日
で
あ
る
（
司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
七
五
八
頁
）。

（
65
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ib
u

n
.ac.jp

）・
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
「
進
十
六
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
行
っ
た
結
果
に
よ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
進
十
六
が
関
与
し
た
裁
判
の
年
月
日
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
年
月
日
は
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
年
）
九
月
一
七
日
か
ら

明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
年
）
一
〇
月
二
〇
日
ま
で
の
範
囲
に
及
ん
で
お
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
期
間
は
、
東
京
控
訴
院
評
定
官
の
地
位
に
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
前
掲
注
（
64
）
に
掲
げ
た
福
岡
始
審
裁
判
所
長
の
在
任
期
間
と
一
部
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
。
併
任
が
あ
り
え
た
の
か
、
あ
る
い
は

い
ず
れ
か
の
記
述
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
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（
66
）

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
・
前
掲
注
（
12
）
二
四
頁
。
司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
九
九
〜
一
〇
〇
頁
。

（
67
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ibu
n

.ac.jp

）・
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
「
進
十
六
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
行
っ
た
結
果
に
よ
る
。

（
68
）

大
久
保
泰
甫
・
高
橋
良
彰
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
の
編
纂
』（
雄
松
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
）
一
五
三
〜
一
五
四
頁
参
照
。

（
69
）

大
久
保
・
高
橋
・
前
掲
注
（
68
）
一
四
四
〜
一
六
五
頁
、
二
五
九
〜
二
六
二
頁
参
照
。

（
70
）

司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
六
九
一
頁
。

（
71
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ib
u

n
.ac.jp

）・
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
「
進
十
六
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
行
う
と
、
進
が
行
政
裁

判
所
評
定
官
と
し
て
関
与
し
た
判
決
の
年
月
日
は
明
治
二
四
年
二
月
二
七
日
か
ら
明
治
二
四
年
一
二
月
二
八
日
に
至
っ
て
い
る
。

（
72
）

美
濃
部
達
吉
『
行
政
裁
判
法
』（
千
倉
書
房
、
一
九
二
九
年
）
三
九
頁
。
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
・
前
掲
注
（
12
）
八
四
頁
。

（
73
）

内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
　
明
治
二
十
三
年
ノ
2
』（
原
書
房
、
復
刻
版
、
一
九
七
八
年
）
二
五
二
頁
。

（
74
）

一
八
三
四
年
生
ま
れ
、
一
八
九
六
年
没
。
長
州
藩
士
。
京
都
府
知
事
、
元
老
院
議
官
、
貴
族
院
議
員
等
を
歴
任
し
た
（
臼
井
勝
美
・
高
村
直
助
・
鳥
海
靖
・
由
井
正

臣
編
『
日
本
近
現
代
人
名
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
九
五
九
〜
九
六
〇
頁
（
石
塚
裕
道
執
筆
）
参
照
）。
行
政
裁
判
所
長
官
の
在
職
中
に
死
去
し
た

（
行
政
裁
判
所
編
『
行
政
裁
判
所
五
十
年
史
』（
一
九
四
一
年
初
版
、
一
九
九
二
年
復
刻
版
）
二
一
頁
）。

（
75
）

行
政
裁
判
所
編
・
前
掲
注
（
74
）
二
一
頁
に
よ
る
。

（
76
）

一
八
四
六
年
生
ま
れ
、
一
八
九
七
年
没
。
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
諸
法
律
を
多
数
翻
訳
紹
介
し
、
ま
た
諸
法
典
の
編
纂
委
員
を
務
め
た
。

元
老
院
議
官
、
貴
族
院
議
員
、
和
仏
法
律
学
校
校
長
等
を
歴
任
し
た
（
臼
井
・
高
村
・
鳥
海
・
由
井
編
・
前
掲
注
（
74
）
一
〇
一
七
頁
（
田
崎
哲
郎
執
筆
）
参
照
）。

槇
村
正
直
の
後
を
継
い
で
行
政
裁
判
所
長
官
と
な
っ
た
が
、
就
任
一
年
半
後
、
長
官
在
職
中
に
死
去
し
た
（
行
政
裁
判
所
編
・
前
掲
注
（
74
）
二
一
頁
）。

（
77
）

一
八
四
九
年
生
ま
れ
、
一
九
二
五
年
没
。
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
年
）
一
月
か
ら
大
正
二
年
（
一
九
一
三
年
）
六
月
ま
で
行
政
裁
判
所
長
官
を
務
め
た
（
行
政
裁

判
所
編
・
前
掲
注
（
74
）
二
一
頁
）。
法
制
局
部
長
、
貴
族
院
議
員
等
を
歴
任
し
た
（
上
田
・
西
澤
・
平
山
・
三
浦
監
修
・
前
掲
注
（
36
）
二
〇
〇
二
頁
）。

（
78
）

一
八
四
五
年
生
ま
れ
、
一
九
二
三
年
没
。
土
佐
藩
士
。
熊
本
裁
判
所
長
（
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）〜
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）。
司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）

七
六
六
頁
）、
神
戸
裁
判
所
長
（
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
年
）〜
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
年
）。
司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
六
五
六
頁
）、
司
法
省
民
事
局
長

（
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
年
）〜
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
年
）。
司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
五
六
九
頁
）、
大
審
院
民
事
第
一
局
長
（
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七

年
）
〜
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
年
）。
司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
五
七
八
頁
）、
大
審
院
部
長
兼
大
審
院
長
心
得
（
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
年
）。
司
法
省
編
・

前
掲
注
（
62
）
五
七
六
頁
）、
東
京
控
訴
院
長
（
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
年
）〜
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）。
司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
五
八
七
頁
）、
大
審

四
九



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
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す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

五
〇

院
長
（
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）〜
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
年
）。
司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
五
七
七
頁
）
等
を
歴
任
し
た
（
上
田
・
西
澤
・
平
山
・
三
浦

監
修
・
前
掲
注
（
36
）
一
四
二
四
頁
参
照
）。

（
79
）

一
八
四
三
年
生
ま
れ
、
一
九
二
一
年
没
。
鹿
児
島
県
令
、
同
知
事
、
滋
賀
県
知
事
、
北
海
道
庁
長
官
、
貴
族
院
議
員
、
京
都
府
知
事
、
枢
密
顧
問
官
等
を
歴
任
し
、

明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
年
）
四
月
〜
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
四
月
、
宮
内
大
臣
を
務
め
た
（
臼
井
・
高
村
・
鳥
海
・
由
井
編
・
前
掲
注
（
74
）
一
一
七
八
頁

（
佐
々
木
隆
執
筆
）
参
照
）。

（
80
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ib
u

n
.ac.jp

）・
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
「
進
十
六
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
行
う
と
、
進
が
関
与
し

た
裁
判
の
合
議
体
を
な
す
他
の
裁
判
官
の
中
に
以
上
の
よ
う
な
人
名
が
見
出
さ
れ
る
。

（
81
）

大
久
保
・
高
橋
・
前
掲
注
（
68
）
一
四
四
〜
一
四
七
頁
、
一
五
八
〜
一
六
二
頁
。

（
82
）

一
八
六
二
年
生
ま
れ
、
一
九
一
九
年
没
。
最
初
動
物
学
を
学
ぶ
が
、
近
視
の
た
め
歴
史
学
に
転
じ
た
。
高
等
師
範
学
校
教
授
、
第
一
高
等
中
学
校
教
授
、
東
京
帝
国

大
学
教
授
を
歴
任
し
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
史
を
専
攻
し
た
。
主
著：

『
西
洋
史
講
話
』（
一
九
一
〇
年
）、『
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
史
（
前
・
後

篇
）』（
一
九
一
九
年
、
一
九
二
〇
年
）。（
臼
井
・
高
村
・
鳥
海
・
由
井
編
・
前
掲
注
（
74
）
一
〇
一
六
頁
（
成
瀬
治
執
筆
）、
上
田
・
西
澤
・
平
山
・
三
浦
監
修
・
前

掲
注
（
36
）
一
八
二
八
頁
、
木
村
岩
治
『
洋
学
者
箕
作
阮
甫
と
そ
の
一
族
』（
日
本
文
教
出
版
、
一
九
九
四
年
）
一
五
三
〜
一
五
九
頁
参
照
）。

（
83
）

木
村
・
前
掲
注
（
82
）
一
〇
五
頁
、
一
五
六
頁
。『
大
正
人
名
辞
典
Ⅱ
下
巻
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
、
底
本：

猪
野
三
郎
編
『
大
衆
人
事
録
　
昭
和

三
年
版
』（
帝
国
秘
密
探
偵
社
、
一
九
二
七
年
））
八
六
頁
（「
進
経
太
」
の
項
）。

（
84
）

美
濃
部
・
前
掲
注
（
72
）
四
四
頁
。

（
85
）

吉
田
・
前
掲
注
（
36
）
一
三
一
頁
。

（
86
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
56
）
六
一
頁
参
照
。

（
87
）

寺
岡
寿
一
編
『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
第
二
巻
』（
寺
岡
書
洞
、
一
九
七
七
年
、
一
九
八
〇
年
改
訂
）
二
五
八
頁
。

（
88
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
87
）
三
五
九
頁
。

（
89
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
56
）
六
一
頁
。

（
90
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
56
）
二
二
一
頁
。

（
91
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
60
）
三
二
一
頁
。

（
92
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
60
）
五
〇
五
頁
。
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（
93
）

寺
岡
寿
一
編
『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
第
六
巻
』（
寺
岡
書
洞
、
一
九
八
一
年
）
一
五
六
頁
。

（
94
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
93
）
三
九
五
頁
。

（
95
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ibu
n

.ac.jp

）
の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
「
水
村
遜
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
し
た
結
果
に
よ

る
。

（
96
）

楠
精
一
郎
『
明
治
立
憲
制
と
司
法
官
』（
慶
応
通
信
、
一
九
八
九
年
）
二
五
九
頁
（
明
治
三
二
年
一
月
一
一
日
付
官
報
四
六
五
六
号
）。
同
書
に
よ
れ
ば
、
水
村
遜
に

対
す
る
退
職
命
令
は
老
朽
司
法
官
淘
汰
処
分
に
よ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
（
楠
・
前
掲
書
二
五
三
〜
二
六
一
頁
参
照
）。

（
97
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
56
）
二
二
三
頁
。『
第
十
二
版
人
事
興
信
録
下
巻
』（
人
事
興
信
所
、
一
九
三
九
年
）
ナ
一
八
七
頁
（「
南
條
壽
」
の
項
）。

（
98
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
56
）
二
二
三
頁
。

（
99
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
56
）
五
二
八
頁
。

（
100
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
60
）
五
二
一
頁
。

（
101
）

寺
岡
寿
一
編
『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
第
五
巻
』（
寺
岡
書
洞
、
一
九
八
〇
年
）
一
四
二
頁
。

（
102
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
93
）
一
六
四
頁
。

（
103
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
93
）
四
〇
四
頁
。

（
104
）

楠
・
前
掲
注
（
96
）
二
六
〇
頁
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
南
條
持
一
に
対
す
る
こ
の
退
職
命
令
も
老
朽
司
法
官
淘
汰
処
分
に
よ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
（
楠
・
前
掲
書
二
五

三
〜
二
六
一
頁
参
照
）。

（
105
）

伊
藤
孝
夫
「
裁
判
文
書
の
史
料
学
の
た
め
に
」
林
屋
礼
二
・
石
井
紫
郎
・
青
山
善
充
編
『
明
治
前
期
の
法
と
裁
判
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
一
七
〜
一
二
五
頁

（
特
に
一
一
九
〜
一
二
三
頁
）。

（
106
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
60
）
一
四
四
頁
。『
第
十
二
版
人
事
興
信
録
下
巻
』（
人
事
興
信
所
、
一
九
三
九
年
）
ト
七
七
頁
（「
鳥
居
百
三
」
の
項
）。

（
107
）

新
潟
県
立
文
書
館
（h

ttp
://w

w
w

.lalan
et.gr.jp

/n
p

a/in
d

ex
.h

tm
l

）
所
蔵
の
旧
佐
渡
支
庁
文
書
に
よ
る
。
同
文
書
に
は
鳥
居
断
三
が
差
出
人
又
は
宛
て
名
と
な
っ

て
い
る
文
書
が
複
数
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
最
も
日
付
の
古
い
も
の
はN

o.390

の
「
管
下
人
民
海
漁
渡
世
之
義
に
つ
き
御
報
せ
」（
明
治
五
年
一
〇
月
二
七
日
付
）

で
差
出
人
は
鈴
木
重
嶺
、
宛
て
名
は
「
柏
崎
県
参
事
鳥
居
断
三
」
と
な
っ
て
お
り
、
最
も
日
付
の
新
し
い
も
の
はN

o
.3

9
5

の
「
管
内
海
漁
渡
世
之
義
に
つ
き
伺
書
」

（
明
治
六
年
一
〇
月
一
七
日
付
）
で
差
出
人
は
「
柏
崎
県
参
事
鳥
居
断
三
」、
宛
て
名
は
「
相
川
県
令
参
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
文
に
示
し
た
期
間
を
超

え
て
柏
崎
県
参
事
に
在
任
し
た
可
能
性
も
当
然
あ
る
。

五
一



明
治
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囲
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権
に
関
す
る
裁
判
例
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と
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五
二

（
108
）

明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
刊
行
会
編
『
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
1
』（
三
和
書
房
、
一
九
五
七
年
）
の
判
決
索
引
四
〜
五
頁
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
鳥

居
断
三
が
大
審
院
判
事
と
し
て
関
与
し
た
裁
判
の
中
で
最
も
日
付
け
の
古
い
も
の
は
、
明
治
九
年
一
〇
月
一
六
日
付
の
判
決
で
、
最
も
日
付
け
の
新
し
い
も
の
は
明

治
十
年
一
月
二
六
日
付
の
判
決
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
文
に
示
し
た
期
間
を
超
え
て
大
審
院
判
事
に
在
任
し
た
可
能
性
も
当
然
あ
る
。

（
109
）

大
判
明
治
九
年
一
〇
月
一
六
日
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
刊
行
会
編
『
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
1
』
五
一
頁
。

（
110
）

明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
刊
行
会
編
『
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
1
』
五
三
頁
。

（
111
）

な
お
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
大
河
純
夫
「
民
法
四
二
〇
条
前
史
―
過
怠
約
款
に
関
す
る
明
治
前
期
大
審
院
裁
判
例
の
推
移
―
」
立
命
館
法
学
二
八
六
号
四
四
一
〜

四
四
二
頁
参
照
。

（
112
）

司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
七
二
〇
頁
。

（
113
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ibu
n

.ac.jp

）
の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
「
鳥
居
断
三
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
し
た
結
果
に

よ
れ
ば
、
熊
本
裁
判
所
管
内
山
鹿
区
裁
判
所
の
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
年
）
五
月
一
七
日
付
け
「
判
文
」（
簿
冊
番
号
5
0
5
6
0
0
0
7
、
簿
冊
内
番
号
0
1
3

3
）
に
鳥
居
断
三
は
判
事
と
し
て
署
名
し
て
い
る
。

（
114
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ibu
n

.ac.jp

）
の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
「
鳥
居
断
三
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
し
た
結
果
に

よ
れ
ば
、
大
審
院
の
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
年
）
六
月
八
日
付
け
「
判
文
」（
簿
冊
番
号
5
0
5
6
0
0
0
7
、
簿
冊
内
番
号
0
1
4
2
）
に
鳥
居
断
三
は
判
事
と

し
て
署
名
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
寺
岡
・
前
掲
注
（
60
）
三
〇
七
頁
、
四
九
七
頁
。
寺
岡
・
前
掲
注
（
101
）
一
二
五
頁
、
三
三
二
頁
。

（
115
）

司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
五
九
一
頁
。

（
116
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ibu
n

.ac.jp

）
の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
「
鳥
居
断
三
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
し
た
結
果
に

よ
る
。

（
117
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
87
）
三
五
八
頁
。

（
118
）

寺
岡
寿
一
編
『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
第
一
巻
』（
寺
岡
書
洞
、
一
九
七
六
年
、
一
九
七
九
年
改
訂
第
二
刷
）
四
二
七
頁
。

（
119
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
87
）
二
五
五
頁
。

（
120
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
87
）
三
五
八
頁
。

（
121
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
87
）
四
八
〇
頁
。

（
122
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ibu
n

.ac.jp

）
の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
「
山
本
昌
行
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
し
た
結
果
に
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集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
四
年
　
十
月
）

よ
る
。
な
お
、
寺
岡
・
前
掲
注
（
56
）
一
一
三
頁
参
照
。

（
123
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
56
）
二
二
八
頁
。

（
124
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
56
）
五
二
五
頁
。

（
125
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
60
）
一
三
八
頁
。

（
126
）

寺
岡
・
前
掲
注
（
60
）
三
一
一
頁
。

（
127
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ibu
n

.ac.jp

）
の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
「
山
本
昌
行
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
し
た
結
果
に

よ
る
。

（
128
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（h

ttp
://w

w
w

.n
ich

ibu
n

.ac.jp

）
の
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
「
山
本
昌
行
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
し
た
結
果
に

よ
る
。

（
129
）

明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
刊
行
会
編
『
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
9
』
判
決
索
引
三
〜
二
五
頁
、
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
刊
行
会
編
『
明
治
前
期

大
審
院
民
事
判
決
録
10
』
判
決
索
引
三
頁
参
照
。

（
130
）

司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
六
五
四
頁
。

（
131
）

司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
六
五
二
頁
。

（
132
）

司
法
省
編
・
前
掲
注
（
62
）
八
一
五
頁
。

（
133
）

楠
・
前
掲
注
（
96
）
一
七
七
頁
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
山
本
昌
行
に
対
す
る
こ
の
退
職
命
令
も
老
朽
司
法
官
淘
汰
処
分
に
よ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
（
楠
・
前
掲
書
一
六

七
〜
一
八
一
頁
参
照
）。

（
134
）

手
塚
豊
『
明
治
法
学
教
育
史
の
研
究
』（
慶
応
通
信
、
一
九
八
八
年
）
に
は
司
法
省
明
法
寮
、
司
法
省
法
学
校
の
生
徒
の
名
簿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名
簿
に

は
本
文
で
紹
介
し
た
広
島
裁
判
所
の
裁
判
官
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
共
同
研
究
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
２
））「
中
国
地
方
に
お
け
る
明
治
前
半
期
の
裁
判

諸
制
度
の
形
成
過
程
と
裁
判
官
任
免
制
度
の
整
備
過
程
の
研
究
」（
研
究
代
表
者：

紺
谷
浩
司
・
西
南
学
院
大
学
教
授
）
の
成
果
の
一
部
を
な
す
も

の
で
あ
る
。

五
三



明
治
前
期
の
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
条
理
裁
判
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
　
―
囲
繞
地
通
行
権
に
関
す
る
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―

五
四

本
稿
の
執
筆
の
た
め
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
・
民
事
判
決
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。




